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議案第７６号 五島市税条例の一部改正について 2 

議案第７７号 五島市都市計画税条例の一部改正について 9 

議案第７８号 
五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 
11 

議案第７９号 
五島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 
13 

議案第８０号 
五島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 
15 

議案第８１号 五島市福江武家屋敷通りふるさと館条例の一部改正について 16 
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議案第８３号 五島市道の駅遣唐使ふるさと館条例の一部改正について 20 

議案第８４号 五島市産品センター条例の一部改正について 22 

議案第８５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 24 

議案第８６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 26 

議案第８７号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 28 

議案第８８号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 30 

議案第８９号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 33 



議案第９０号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 35 

議案第９１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 37 

議案第９２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 42 

議案第９３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 47 
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議案第９８号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 65 

議案第９９号 工事請負契約の締結について 70 

議案第 100 号 五島市教育委員会委員の任命について 71 

議案第 101 号 五島市教育委員会委員の任命について 73 

議案第 102 号 五島市監査委員の選任について 75 

議案第 103 号 五島市公平委員会委員の選任について 77 

議案第 104 号 五島市職員懲戒審査委員会委員の任命について 79 

議案第 105 号 五島市職員懲戒審査委員会委員の任命について 81 

議案第 106 号 五島市職員懲戒審査委員会委員の任命について 83 



議案第 107 号 五島市職員懲戒審査委員会委員の任命について 85 

議案第 108 号 五島市職員懲戒審査委員会委員の任命について 87 

議案第 109 号 人権擁護委員の候補者の推薦について 89 

議案第 110 号 人権擁護委員の候補者の推薦について 91 

議案第 111 号 人権擁護委員の候補者の推薦について 93 

議案第 112 号 令和２年度五島市一般会計補正予算（第６号） 別冊 

議案第 113 号 令和２年度五島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 別冊 

議案第 114 号 令和２年度五島市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 別冊 

議案第 115 号 令和２年度五島市診療所事業特別会計補正予算（第１号） 別冊 

議案第 116 号 令和元年度五島市一般会計歳入歳出決算 別冊 

議案第 117 号 令和元年度五島市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 別冊 

議案第 118 号 令和元年度五島市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 別冊 

議案第 119 号 令和元年度五島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 別冊 

議案第 120 号 令和元年度五島市診療所事業特別会計歳入歳出決算 別冊 

議案第 121 号 令和元年度五島市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 別冊 

議案第 122 号 令和元年度五島市大浜財産区特別会計歳入歳出決算 別冊 

議案第 123 号 令和元年度五島市本山財産区特別会計歳入歳出決算 別冊 



議案第 124 号 令和元年度五島市下水道事業特別会計歳入歳出決算 別冊 

議案第 125 号 令和元年度五島市公設小売市場事業特別会計歳入歳出決算 別冊 

議案第 126 号 令和元年度五島市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算 別冊 

議案第 127 号 令和元年度五島市交通船事業特別会計歳入歳出決算 別冊 

議案第 128 号 令和元年度五島市土地取得事業特別会計歳入歳出決算 別冊 

議案第 129 号 令和元年度五島市水道事業会計剰余金の処分及び決算 別冊 

報告第１９号   
専決処分の報告について（令和２年度五島市一般会計補正予算（第５

号）） 
別冊 

報告第２０号   一般社団法人五島市農林総合開発公社の経営状況について 別冊 

報告第２１号   五島風力発電株式会社の経営状況について 別冊 

報告第２２号   健全化判断比率及び資金不足比率について 別冊 

報告第２３号   令和元年度五島市一般会計継続費精算について 別冊 

 



議案第７５号 

 

五島市手数料条例の一部改正について 

五島市手数料条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市手数料条例の一部を改正する条例 

五島市手数料条例（平成１６年五島市条例第７９号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第３１号中「もの」を「個人番号カードの再交付 １件につき８００円」

に改め、同号ア及びイを削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。こ

れが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第７６号 

 

五島市税条例の一部改正について 

五島市税条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市税条例の一部を改正する条例 

第１条 五島市税条例（平成１６年五島市条例第７５号）の一部を次のように改正

する。 

第２４条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

第３４条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「

寡婦控除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２

第４項」に改める。 

第７４条の２の次に次の１条を加える。 

（現所有者の申告） 

第７４条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下こ

の条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日から

３月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人と

の関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係） 

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋

補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における

当該個人の住所及び氏名 

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第７５条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によって」を「により、又は

現所有者が前条の規定により」に、「においては」を「には」に改める。 

第９４条第２項に次のただし書を加える。 
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ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定に

ついては、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの０．７本に換算するも

のとする。 

第９４条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定

する葉巻たばこを除く。）」を加える。 

附則第３条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基

準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する

平均貸付割合をいう。次項において同じ。）」に、「この条において同じ」を「

この項において同じ」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」

という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準

割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「特例基準割合適用

年中」を「各年の平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合が年

７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割

合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改

める。 

附則第４条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 

附則第１０条中「法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第６

１条又は第６２条」を、「又は附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に

「、第６１条若しくは第６２条」を加える。 

附則第１０条の２中第１８項を第２０項とし、第１７項を第１８項とし、同項

の次に次の１項を加える。 

１９ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２

とする。 

附則第１０条の２中第１６項を第１７項とし、第１３項から第１５項までを１

項ずつ繰り下げ、第１２項の次に次の１項を加える。 

１３ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

附則第１０条の２に次の１項を加える。 

２１ 法附則第６２条に規定する市町村の条例で定める割合は零とする。 

附則第１５条の２中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に改め
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る。 

附則第１７条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項

」を加える。 

附則第１７条の２第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。 

附則に次の１条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

第２４条 第９条第７項の規定は、法附則第５９条第３項において準用する法第

１５条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。 

第２条 五島市税条例の一部を次のように改正する。 

第１９条各号列記以外の部分中「第３２１条の８第２２項及び第２３項」を「

第３２１条の８第３４項及び第３５項」に、「においては」を「には」に改め、

同条第４号中「によって」を「により」に改め、同条第５号中「、第４項又は第

１９項」を「又は第３１項」に改め、同条第６号中「第３２１条の８第２２項及

び第２３項」を「第３２１条の８第３４項及び第３５項」に改める。 

第２０条中「及び第４項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。 

第２３条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第３１条第

２項の表第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第３１条第２項の

表第１号」を「同号」に、「第４８条第１０項から第１２項まで」を「第４８条

第９項から第１６項まで」に改める。 

第３１条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２

条第１項第４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開始

の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又

は同項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。 

第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３１項、

第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を「第９項、

第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１項及

び第３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３項」を「第２

項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条

の９１第４項及び第１０項」を「第６６条の７第４項及び第１０項」に、「第３

２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同条第３項中「第
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６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３第４項及び第１０項

」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」に、「第３２１条の８第２５項」を

「第３２１条の８第３７項」に改め、同条第４項中「第３２１条の８第２６項」

を「第３２１条の８第３８項」に改め、同条第５項中「第３２１条の８第２２項

」を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３項」に、

「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を「同条第

３５項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、

「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３２１条の８第２３項」を「第３

２１条の８第３５項」に改め、同条第７項各号列記以外の部分中「第３２１条の

８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「、第４項又は第１９項」を「

又は第３１項」に改め、同項第２号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１

条の８第３５項」に改め、同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１条の８

第４２項」を「第３２１条の８第５２項」に、「同条第４２項」を「同条第５２

項」に、「第１２項」を「第１１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１

１項を同条第１０項とし、同条第１２項中「第１０項」を「第９項」に改め、同

項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第１０項の内国法人」を「第９項の内

国法人」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に、「第１０項

の申告」を「同項の申告」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を同

条第１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に、「第１０項」

を「第９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中「第１３項前段

」を「第１２項前段」に、「第３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８第６

１項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第

１７項中「第１３項後段」を「第１２項後段」に、「第１５項」を「第１４項」

に、「第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項にお

いて準用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」に、「

第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。 

第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第

２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改

め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同

条第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、
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当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第

１２号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）若し

くは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、

又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号において同じ。）

」を削り、同条第４項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改める。 

第５２条第４項から第６項までを削る。 

第９４条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７本」

を「１本」に改める。 

附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

附則第１０条中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、「

第６１条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改める。 

附則第１０条の２第２１項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改める。 

附則に次の２条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第２５条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応

するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号。

次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項

に規定する指定行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当

該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全

部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした場合には、当該

納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第６０条第４項に規定

する市町村放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げる

寄附金を支出したものとみなして、第３４条の７の規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

第２６条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感

染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３

の２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは、

「令和１６年度」とする。 

附 則 

（施行期日） 
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第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中五島市税条例第９４条第２項にただし書を加える改正規定及び同

条第４項の改正規定並びに附則第６条の規定 令和２年１０月１日 

(2) 第１条中五島市税条例第２４条第１項第２号、第３４条の２及び第３６条

の２第１項ただし書の改正規定並びに同条例附則第３条の２、第４条第１項、

第１７条第１項及び第１７条の２第３項の改正規定並びに第２条中五島市税条

例附則第１０条及び第１０条の２第２１号の改正規定並びに附則に２条を加え

る改正規定並びに次条及び附則第３条の規定 令和３年１月１日 

(3) 第２条中五島市税条例第９４条第２項ただし書の改正規定及び附則第７条

の規定 令和３年１０月１日 

(4) 第２条（前２号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和

４年４月１日 

（延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の五島市税条例（以下「新条例」という。）附

則第３条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応す

る延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前

の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第２４条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第３４条の２及び

第３６条の２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第

１項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、

「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和

２年法律第５号）第１条の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）第２

９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条の２第３項の規定に該当

するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１２号に規定する寡夫である第

２３条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」とする。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の五島市税条例の規定中法人
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の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「

４号施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する

法律（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改

正規定に限る。）による改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下この

条において「４年旧法人税法」という。）第２条第１２号の７に規定する連結子

法人（次項において「連結子法人」という。）の連結親法人事業年度（４年旧法

人税法第１５条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において

同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の市民税につい

て適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施

行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始

した連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業年度

をいう。以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号

施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市民税については、なお

従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第５条 新条例第７４条の３の規定は、この条例の施行の日以後に、同条に規定す

る現所有者であることを知った者について適用する。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであ

った葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第７条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであ

った葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

 

 

（提案理由） 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、特定水力発電設備、

浸水被害軽減地区及び先端設備等導入に係る固定資産税のわがまち特例の率を定め

るなど、所要の規定の整備等を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理

由である。 
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議案第７７号 

 

五島市都市計画税条例の一部改正について 

五島市都市計画税条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎 

五島市都市計画税条例の一部を改正する条例 

第１条 五島市都市計画税条例（平成１６年五島市条例第７６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第１３項を附則第１４項とする。 

附則第１２項中「又は第４２項」を「、第４２項又は第６１条」に改め、「又

は附則第１５条」の次に「若しくは第６１条」を加え、同項を附則第１３項とす

る。 

附則第１１項中「附則第５項及び第７項」を「附則第６項及び第８項」に、

「附則第５項及び第８項」を「附則第６項及び第９項」に、「附則第６項、第８

項及び第９項」を「附則第７項、第９項及び第１０項」に、「附則第８項」を

「附則第９項」に改め、同項を附則第１２項とし、附則第１０項を附則第１１項

とする。 

附則第９項中「附則第５項」を「附則第６項」に改め、同項を附則第１０項と

する。 

附則第８項中「附則第５項」を「附則第６項」に改め、同項を附則第９項とす

る。 

附則第７項中「附則第５項」を「附則第６項」に改め、同項を附則第８項とし、

附則中第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加え

る。 

（法附則第１５条第４７項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２と

する。 

第２条 五島市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 

  附則第１３項中「第６１条」を「第６３条」に改める。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年１月１

日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、浸水被害軽減地区に

係る都市計画税のわがまち特例の率を定めるなど、所要の規定の整備等を行う必要

がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第７８号 

 

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正について 

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

五島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年五島市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第４２条第４項中「特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係

る連携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次のいずれかに該当する」に、

「同号」を「第１項第３号」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 市長が、児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、

特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保

育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特

定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供さ

れるよう必要な措置を講じているとき。 

(2) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

第４２条第５項中「前項」の次に「（同項第２号に係る部分に限る。）」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設
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等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に伴い、所要の

規定の整理を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第７９号 

 

五島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

五島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

五島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

五島市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項各号列記以外の部分中「こと」の次に「とすること」を加え、同条

に次の２項を加える。 

４ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用しないこ

ととすることができる。 

(1) 市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保

育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置

その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に

係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必

要な措置を講じているとき。 

(2) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確

保が、著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

５ 前項（同項第２号に該当する場合に限る。）の場合において、家庭的保育事業

者等は、法第５９条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が

２０人以上のものに限る。）であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号

に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

(1) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条の２第１項の

規定による助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３第１２項に規定

する業務を目的とするものに限る。） 
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(2) 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施

設であって、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼

児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの 

第１６条第２項第４号中「、乳幼児」を「、利用乳幼児」に改め、「。附則第２

条第２項において同じ」を削る。 

第３７条第２号中「（平成２４年法律第６５号）」を削り、同条第４号中「場

合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理

由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を加える。 

第４５条に次の１項を加える。 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第２号に規

定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第３条において

「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については、第６条第１項の規

定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

附則第２条第２項中「（第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場所において

実施されるものに限る。）」を削る。 

附則第３条中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保育事業

者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１

号）の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。これが、この条例案

を提出する理由である。 
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議案第８０号 

 

五島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

五島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 五島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年五島市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第２５２条の２２第１項の

中核市」を加える。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令

第６３号）の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この

条例案を提出する理由である。 
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議案第８１号 

 

五島市福江武家屋敷通りふるさと館条例の一部改正について 

五島市福江武家屋敷通りふるさと館条例の一部を改正する条例案を次のとおり提

出する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市福江武家屋敷通りふるさと館条例の一部を改正する条例 

五島市福江武家屋敷通りふるさと館条例（平成１６年五島市条例第１４６号）の

一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第７条、第１０条関係） 

施設名 単位 利用料金 

和室 １時間 260円（冷暖房を利用する場合は、１時間につき

210円を加算する。） 

イベントホール １時間 260円（冷暖房を利用する場合は、１時間につき

210円を加算する。） 

喫茶コーナー １月 8,000円（施設の利用による光熱水費の実費相当額

を加算する。） 

備考 

１ 利用料金の額を算出する基礎が１月を単位としているもので、利用期間が

１月未満であるとき、又は利用期間に１月未満の端数があるときは、その利

用期間又は１月未満の端数は、１月として計算する。ただし、その利用期間

又は１月未満の端数が１５日未満であるときは、日割計算の方法により計算

する。 

２ 日割計算の方法により算定した利用料金の額に１００円未満の端数を生じ

たときは、これを１００円とする。 

３ 利用料金の額を算出する基礎が１時間を単位としているもので、利用時間

が１時間未満であるとき、又は利用時間に１時間未満の端数があるときは、

その利用時間又は１時間未満の端数は、１時間として計算する。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の五島市福江武家屋敷通りふるさと館条例別表の規定に

係る同条例第１０条第２項の規定による利用料金の承認の申請その他の福江武家

屋敷通りふるさと館の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条

例の施行の日前においても行うことができる。 

 

 

（提案理由） 

福江武家屋敷通りふるさと館の管理業務の範囲を明確にするため、所要の規定の

整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 

 

- 17 -



議案第８２号 

 

五島市多郎島地区公園条例の一部改正について 

五島市多郎島地区公園条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市多郎島地区公園条例の一部を改正する条例 

五島市多郎島地区公園条例（平成１６年五島市条例第１４８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

    「       

 別表中  ボート １艇 １時間 310 円  を 

      」 

「       

  ボート １艇 １時間 310 円 

 に改める。 

  厨房 １棟 １日 230 円 （

施設の利

用による

光熱水費

の実費相

当額を加

算 す る 。

） 

      」 

 別表備考第１項中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同項に第１号とし

て次の１号を加える。 

(1) 海水浴場施設等 午前９時から午後５時まで 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の五島市多郎島地区公園条例別表の規定に係る同条例第

１０条第２項の規定による利用料金の承認の申請その他の多郎島地区公園の管理
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を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行の日前においても

行うことができる。 

 

 

（提案理由） 

多郎島地区公園の管理業務の範囲を明確にするため、所要の規定の整備を行う必

要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第８３号 

 

五島市道の駅遣唐使ふるさと館条例の一部改正について 

五島市道の駅遣唐使ふるさと館条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出す

る。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市道の駅遣唐使ふるさと館条例の一部を改正する条例 

 五島市道の駅遣唐使ふるさと館条例（平成１６年五島市条例第１５４号）の一部

を次のように改正する。 

    「       

別表中 
研修室（

２階） 

営利を目

的としな

いもの 

１時間につ

き 1,570円 

１時間につ

き 1,050円 

１時間につ

き 520円 

 を 
営利を目

的とする

もの 

15,710円 31,430円 

      」 

「       

 
研修室（

２階） 

営利を目

的としな

いもの 

１時間につ

き 1,570円 

１時間につ

き 1,050円 

１時間につ

き 520円 

 に改め、同 

営利を目

的とする

もの 

15,710円 31,430円 

 
レストラ

ン 

 １月につき 152,000 円（施設の利用に

よる光熱水費の実費相当額を加算す

る。） 

 
物産販売

コーナー 

 １月につき 52,000 円（施設の利用に

よる光熱水費の実費相当額を加算す

る。） 

      」 

表備考第４項中「利用時間が」を「利用料金の額を算出する基礎が１時間を単位と

しているもので、利用時間が」に改め、同項を備考第６項とし、備考第３項の次に

次の２項を加える。 

４ 利用料金の額を算出する基礎が１月を単位としているもので、利用期間が

１月未満であるとき、又は利用期間に１月未満の端数があるときは、その利
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用期間又は１月未満の端数は、１月として計算する。ただし、その利用期間

又は１月未満の端数が１５日未満であるときは、日割計算の方法により計算

する。 

５ 日割計算の方法により算定した利用料金の額に１００円未満の端数を生じ

たときは、これを１００円とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の五島市道の駅遣唐使ふるさと館条例別表の規定に係る

同条例第１０条第２項の規定による利用料金の承認の申請その他の道の駅遣唐使

ふるさと館の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行

の日前においても行うことができる。 

 

 

（提案理由） 

道の駅遣唐使ふるさと館の管理業務の範囲を明確にするため、所要の規定の整備

を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第８４号 

 

五島市産品センター条例の一部改正について 

五島市産品センター条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

五島市産品センター条例の一部を改正する条例 

 五島市産品センター条例（平成１６年五島市条例第１７０号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項中「開発」の次に「並びに観光の振興」を加える。 

第６条中「産地形成促進施設」の次に「（以下「促進施設」という。）」を、

「農畜産物処理加工施設」の次に「（以下「加工施設」という。）」を加える。 

第７条中「産地形成促進施設」を「センター」に改める。 

第８条の見出しを「（加工施設の利用者の範囲）」に改め、同条中「農畜産物処

理加工施設（以下「加工施設」という。）」を「加工施設」に改める。 

第９条第１項中「加工施設」を「促進施設又は加工施設」に改める。 

第１０条中「加工施設」を「促進施設及び加工施設」に改める。 

第１１条第１項中「加工施設」を「促進施設又は加工施設」に改める。 

第１４条及び第１７条中「加工施設」を「促進施設若しくは加工施設」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第１１条関係） 

単位 
加工施設（冷凍・冷蔵

庫を含む。） 
冷凍・冷蔵庫 促進施設（店舗・厨房） 

１時間 210 円   

１日 1,050 円 520 円  

１月 20,950 円 10,480 円 103,000 円（施設の利用

による光熱水費の実費相

当額を加算する。） 

備考 

１ 加工施設（冷凍・冷蔵庫を含む。）の利用で、利用時間が１時間未満であ
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るとき、又は利用時間に１時間未満の端数があるときは、その利用時間又は

１時間未満の端数は、１時間として計算する。 

２ 冷凍・冷蔵庫の利用で、利用期間が１日未満であるとき、又は利用期間に

１日未満の端数があるときは、その利用期間又は１日未満の端数は、１日と

して計算する。 

３ 促進施設（店舗・厨房）の利用で、利用期間が１月未満であるとき、又は

利用期間に１月未満の端数があるときは、その利用期間又は１月未満の端数

は、１月として計算する。ただし、その利用期間又は１月未満の端数が１５

日未満であるときは、日割計算の方法により計算する。 

４ 日割計算の方法により算定した利用料金の額に１００円未満の端数を生じ

たときは、これを１００円とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の五島市産品センター条例別表の規定に係る同条例第１

１条第２項の規定による利用料金の承認の申請その他の産品センターの管理を指

定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行う

ことができる。 

 

 

（提案理由） 

産品センターの管理業務の範囲を明確にするなど、所要の規定の整備を行う必要

がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第８５号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

久賀島辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり策定する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎  

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第１項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書 

 

長崎県五島市  久賀島辺地 

（辺地の人口 ３０７人、面積 ３８．３８ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市久賀町、蕨町、猪之木町、

田ノ浦町 

 （２）地域の中心の位置          長崎県五島市久賀町１０３番 

 （３）辺地度点数             ２３１点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

市道久賀１７号線の神社前橋は、猪之木地区の集落内を流れる猪之木川に架けられ

た鋼橋である。しかし、この橋は、架設後４０年以上が経過していると思われ、床版、

主桁及び支承に損傷が発生している状況である。このようなことから、この橋の床版、

主桁、支承等の補修を行い、橋の延命化並びに地域住民の交通の安全及び利便性の向

上を図るものである。 

市道久賀１８号線の山内橋は、猪之木地区の集落内を流れる猪之木川に架けられた

鋼橋である。しかし、この橋は、架設後４０年以上が経過していると思われ、主桁及

び支承に損傷が発生している状況である。このようなことから、この橋の主桁、支承

等の補修を行い、橋の延命化並びに地域住民の交通の安全及び利便性の向上を図るも

のである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

令和２年度から令和６年度まで   ５年間 

（単位：千円） 

        区  分 

事 業  

施 設 名     主 体 

事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 
特 定 財 源 一 般 財 源 

道路施設 五 島 市 66,800 35,880 30,920 30,800 

      

      

合 計  66,800 35,880 30,920 30,800 
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議案第８６号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

上大津辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり策定する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎  

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第１項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書 

長崎県五島市  上大津辺地 

（辺地の人口 ２，１９７人、面積 ４．２３ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市上大津町 

 （２）地域の中心の位置          長崎県五島市上大津町１９３番２０ 

 （３）辺地度点数             １４４点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

市道空港・鬼岳線は、県道福江空港線と鬼岳とを結ぶ道路であり、地域住民及び観

光客の車両等の通行が増加している。しかし、この路線は、舗装整備後の年数の経過

による路面のひび割れや区画線の劣化が発生しており、車両及び歩行者の通行に支障

を来している状況である。このようなことから、道路の舗装整備等を行い、地域住民

及び観光客の交通の安全及び利便性の向上を図るものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

令和２年度から令和６年度まで   ５年間 

（単位：千円） 

        区  分 
事 業  

施 設 名     主 体 
事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう 
ち辺地対策事 
業債の予定額 

特 定 財 源 一 般 財 源 

道路施設 五 島 市 3,340 0 3,340 3,340 

      

      

合 計  3,340 0 3,340 3,340 
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議案第８７号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

三尾野辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり策定する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎  

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第１項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書 

 
長崎県五島市  三尾野辺地 

（辺地の人口 １，０５８人、面積 １．６５ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市三尾野一丁目、三尾野二丁

目、三尾野三丁目、坂の上一丁目、三

尾野町、大円寺町            

 （２）地域の中心の位置          長崎県五島市三尾野二丁目３７１番３    

 （３）辺地度点数             １４３点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

  五島市中央公園は、昭和５８年に開設され、市内のスポーツ拠点として多くの市民

が利用している。しかし、公園施設の老朽化が進んでおり、施設の更新及び維持管理

を計画的に実施する必要がある。このようなことから、老朽化が進んでいる施設及び

耐用年数を経過している施設について、計画的に改修を行うことにより、公園施設の

安全性の向上を図るものである。 

    

３．公共的施設の整備計画 

令和２年度から令和６年度まで   ５年間 

（単位：千円） 

        区  分 
事 業  

施 設 名     主 体 
事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう 
ち辺地対策事 
業債の予定額 

特 定 財 源 一 般 財 源 

観光又はレクリ

エーションに関

する施設 
五 島 市 316,991 157,495 159,496 159,400 

      

      

合 計  316,991 157,495 159,496 159,400 
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議案第８８号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

濱ノ畔辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり策定する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎  

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第１項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書 

長崎県五島市  濱ノ畔辺地 

（辺地の人口 １，６２８人、面積  １０．５３ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称   長崎県五島市三井楽町濱ノ畔 

 （２）地域の中心の位置         長崎県五島市三井楽町濱ノ畔１０３０番５ 

 （３）辺地度点数            ２１３点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

   （道路施設） 

市道里釜裏線は、国道３８４号線と濱ノ畔地区の中心とを結ぶ路線の一部で、主に地域

住民の生活道路として利用されているほか、通学路としても利用されている。しかし、こ

の路線は、舗装整備後の年数の経過による路面のひび割れや区画線の劣化が発生しており、

車両及び歩行者の通行に支障を来している状況である。このようなことから、道路の舗装

整備を行い、地域住民の交通の安全及び利便性の向上を図るものである。 

市道浜窄線は、国道３８４号線と浜窄地区の中心とを結ぶ生活道路であり、地域住民が

頻繁に利用する路線である。しかし、この路線は、整備後の年数の経過による路面のひび

割れや区画線の劣化が発生しており、車両及び歩行者の通行に支障を来している状況であ

る。このようなことから、道路の舗装整備等を行い、地域住民の交通の安全及び利便性の

向上を図るものである。 

   （診療施設） 

   国民健康保険三井楽診療所の超音波診断装置は、平成１７年に設置したものである。し

かし、設置後１５年が経過しており、同型設備の製造の終了により故障しても修理するた

めの部品が確保できない状況であるため、疾病の状況判断に支障を来すことが懸念される。

このようなことから、新たに超音波診断装置を整備することで、地域医療の充実を図るも

のである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

令和２年度から令和６年度まで   ５年間 

（単位：千円） 

        区  分 
事 業  

施 設 名     主 体 
事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう

ち辺地対策事 
業債の予定額 

特 定 財 源 一 般 財 源 

道路施設 五 島 市 10,488 0 10,488 10,488 
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診療施設 五 島 市 15,400 1,100 14,300 14,300 

      

合  計  25,888 1,100 24,788 24,788 

 

- 32 -



議案第８９号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

岳辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり策定する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎  

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第１項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書 

長崎県五島市  岳辺地 

（辺地の人口 ４８８人、面積 ９．３７ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市三井楽町大川、三井楽町高

崎、三井楽町柏、三井楽町嶽、三井楽町

渕ノ元 

 （２）地域の中心の位置          長崎県五島市三井楽町柏８５０番１ 

（３）辺地度点数             ３０５点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

市道長田尾榎本中長田線、市道京ノ岳線及び市道鵜籠線は、国道３８４号と航空自

衛隊福江島分屯基地とを結ぶ路線の一部で、主に地域住民の生活道路として利用され

ている。また、年に数回、自衛隊の大型車両２５台程度が訓練のために来島する際に

もこれらの路線が利用されている。しかし、これらの路線は、自衛隊の大型車両が通

行する場合には、幅員が狭く車両の離合が困難なため、その他の車両の通行を規制す

る必要があるなど、車両の通行に支障を来している状況である。このようなことから、

道路の拡幅整備及び舗装整備を行い、地域住民の交通の安全及び利便性の向上を図る

ものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

令和２年度から令和６年度まで   ５年間 

（単位：千円） 

        区  分 
事 業  

施 設 名     主 体 
事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう 
ち辺地対策事 
業債の予定額 

特 定 財 源 一 般 財 源 

道路施設 五 島 市 370,880 249,200 121,680 121,400 

      

      

合 計  370,880 249,200 121,680 121,400 
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議案第９０号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

川原辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり策定する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎  

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第１項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書 

長崎県五島市  川原辺地 

（辺地の人口 ６３６人、面積 １８．２０ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市岐宿町川原 

 （２）地域の中心の位置          長崎県五島市岐宿町川原５７４番１ 

 （３）辺地度点数             ２３２点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

林業専用道川原線の整備予定地周辺の森林は、計画的な森林整備が必要な人工林が

半数以上を占めているが、林道が未整備であることから、効率的な森林整備ができな

い状況である。このようなことから、林道を整備することにより、効率的な森林整備

を可能にし、林業の活性化を図るものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

令和２年度から令和６年度まで   ５年間 

（単位：千円） 

        区  分 
事 業  

施 設 名     主 体 
事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう 
ち辺地対策事 
業債の予定額 

特 定 財 源 一 般 財 源 

林道 五 島 市 125,300 75,000 50,300 50,300 

      

      

合 計  125,300 75,000 50,300 50,300 
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議案第９１号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

平成３１年３月２５日に議決された福江辺地に係る公共的施設の総合整備計画を

別紙のとおり変更する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第８項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書（第５次変更） 

 

長崎県五島市  福江辺地 

（辺地の人口 ３，４４６人、面積 １．４７ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市東浜町一丁目、東浜町二丁

目、東浜町三丁目、紺屋町、武家屋敷一

丁目、武家屋敷二丁目、武家屋敷三丁目、

池田町、栄町、中央町、錦町、幸町、末

広町、江川町、福江町、新港町 

 （２）地域の中心の位置          長崎県五島市末広町１番１０ 

 （３）辺地度点数             １３７点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

（道路施設） 

市道紺屋町・堀端線は、地域住民の生活道路及び福江小学校等の通学路として利用

されている。しかし、この路線は、歩道幅員が狭く、また、舗装整備後の年数経過に

よる路面のひび割れも発生しており、歩行者及び車両の通行に支障を来している状況

である。 

このようなことから、歩道の拡幅整備及び道路の舗装整備を行い、交通の安全及び

利便性の向上を図るものである。 

市道福江１８７号線は、県道河務・福江線と国道３８４号線とを結ぶ中心市街地の

生活道路として利用されており、車両の通行量が非常に多い路線である。しかし、舗

装整備後の年数経過による路面のひび割れや、道路と側溝との間に段差が生じている

ため、歩行者及び車両の通行に支障を来している状況である。 

このようなことから、道路の舗装整備等を行い、交通の安全及び利便性の向上を図

るものである。 

市道大波止・城山線、市道外濠線及び市道福江１９７号線は、福江港と五島市特有

の歴史的景観資産とを結ぶ道路であり、地域住民の生活道路としても使用されてい 

る。しかし、これらの路線は、歩道の陥没や隆起が発生しており、歩行者の通行に支

障を来している状況である。 

このようなことから、歩道の拡幅整備等を行い、交通の安全及び利便性の向上を図

るものである。 

市道堀端・新二番町線は、国道３８４号線と五島市役所とを結ぶ中心市街地の生活

道路及び福江小学校等の通学路として利用されており、車両及び歩行者の通行量が非

常に多い路線である。しかし、舗装整備後の年数経過による路面のひび割れやわだち
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掘れが生じているため、車両及び歩行者の通行に支障を来している状況である。 

このようなことから、道路の舗装整備等を行い、交通の安全及び利便性の向上を図

るものである。 

市道福江１０６号線の丸木橋は、福江市街を流れる福江川に架けられたＰＣ橋であ

る。しかし、この橋は、架設後４８年が経過し、主桁及び床版に損傷が発生している

状況である。 

このようなことから、この橋の主桁、床版等の補修を行い、橋の延命化並びに地域

住民の交通の安全及び利便性の向上を図るものである。 

（消防施設） 

この地区の防火水槽の設置予定地周辺には、古い木造住宅が密集している区域があ

り、火災が発生した場合、風の強さ、風向等によっては大規模な火災に発展する恐れ

があるが、防火水槽が設置されておらず、今後の水利不足が懸念される。 

このようなことから、防火水槽を新たに設置することにより、迅速かつ効果的な消

防活動の展開を可能にし、地区住民のより安全な生活環境の整備を図るものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

平成２８年度から令和２年度まで   ５年間 

（単位：千円） 

        区  分 

事 業  

施 設 名     主 体 

事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 
特 定 財 源 一 般 財 源 

道路施設 五 島 市 411,300 0 411,300 411,300 

消防施設 五 島 市 16,385 2,693 13,692 13,690 

      

合 計  427,685 2,693 424,992 424,990 
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て
利

用
さ

れ
て

お
り

、
車

両
及

び
歩

行
者

の
通

行
量

が
非

常
に

多
い

路
線

で
あ

る
。

し
か

し
、

舗
装

整
備

後
の

年
数

経
過

に
よ

る
路

面
の

ひ
び

割
れ

や
わ

だ
ち

掘
れ

が
生

じ
て

い
る

た
め

、
車

両
及

び
歩

行
者

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

 

 
総

 
合

 
整

 
備

 
計

 
画

 
書

（
第

４
次

変
更

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
長

崎
県

五
島

市
 

 
福

江
辺

地
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

辺
地

の
人

口
 

３
，

４
４

６
人

、
面

積
 

１
．

４
７

ｋ
㎡

）
 

 
１

．
辺

地
の

概
況

 
（

１
）

辺
地

を
構

成
す

る
町

又
は

字
の

名
 

 
長

崎
県

五
島

市
東

浜
町

一
丁

目
、

東
浜

町
二

丁
 

目
、

東
浜

町
三

丁
目

、
紺

屋
町

、
武

家
屋

敷
一

 
丁

目
、

武
家

屋
敷

二
丁

目
、

武
家

屋
敷

三
丁

目
、

 
池

田
町

、
栄

町
、

中
央

町
、

錦
町

、
幸

町
、

末
 

広
町

、
江

川
町

、
福

江
町

、
新

港
町

 
（

２
）

地
域

の
中

心
の

位
置

 
 

 
 

 
 

 
長

崎
県

五
島

市
末

広
町

１
番

１
０

 
（

３
）

辺
地

度
点

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１

３
７

点
 

 ２
．

公
共

的
施

設
の

整
備

を
必

要
と

す
る

事
情

 

（
道

路
施

設
）

 

市
道

紺
屋

町
・

堀
端

線
は

、
地

域
住

民
の

生
活

道
路

及
び

福
江

小
学

校
等

の
通

学
路

と
し

て
利

用

さ
れ

て
い

る
。

し
か

し
、

こ
の

路
線

は
、

歩
道

幅
員

が
狭

く
、

ま
た

、
舗

装
整

備
後

の
年

数
経

過
に

よ
る

路
面

の
ひ

び
割

れ
も

発
生

し
て

お
り

、
歩

行
者

及
び

車
両

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

 

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

歩
道

の
拡

幅
整

備
及

び
道

路
の

舗
装

整
備

を
行

い
、

交
通

の
安

全
及

び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

市
道

福
江

１
８

７
号

線
は

、
県

道
河

務
・

福
江

線
と

国
道

３
８

４
号

線
と

を
結

ぶ
中

心
市

街
地

の

生
活

道
路

と
し

て
利

用
さ

れ
て

お
り

、
車

両
の

通
行

量
が

非
常

に
多

い
路

線
で

あ
る

。
し

か
し

、
舗

装
整

備
後

の
年

数
経

過
に

よ
る

路
面

の
ひ

び
割

れ
や

、
道

路
と

側
溝

と
の

間
に

段
差

が
生

じ
て

い
る

た
め

、
歩

行
者

及
び

車
両

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

 

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

道
路

の
舗

装
整

備
等

を
行

い
、

交
通

の
安

全
及

び
利

便
性

の
向

上
を

図

る
も

の
で

あ
る

。
 

市
道

大
波

止
・

城
山

線
、

市
道

外
濠

線
及

び
市

道
福

江
１

９
７

号
線

は
、

福
江

港
と

五
島

市
特

有

の
歴

史
的

景
観

資
産

と
を

結
ぶ

道
路

で
あ

り
、

地
域

住
民

の
生

活
道

路
と

し
て

も
使

用
さ

れ
て

い
 

る
。

し
か

し
、

こ
れ

ら
の

路
線

は
、

歩
道

の
陥

没
や

隆
起

が
発

生
し

て
お

り
、

歩
行

者
の

通
行

に
支

障
を

来
し

て
い

る
状

況
で

あ
る

。
 

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

歩
道

の
拡

幅
整

備
等

を
行

い
、

交
通

の
安

全
及

び
利

便
性

の
向

上
を

図

る
も

の
で

あ
る

。
 

    

- 40 -



 

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

道
路

の
舗

装
整

備
等

を
行

い
、

交
通

の
安

全
及

び
利

便
性

の
向

上
を

図

る
も

の
で

あ
る

。
 

市
道

福
江

１
０

６
号

線
の

丸
木

橋
は

、
福

江
市

街
を

流
れ

る
福

江
川

に
架

け
ら

れ
た

Ｐ
Ｃ

橋
で

あ

る
。

し
か

し
、

こ
の

橋
は

、
架

設
後

４
８

年
が

経
過

し
、

主
桁

及
び

床
版

に
損

傷
が

発
生

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

 

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

こ
の

橋
の

主
桁

、
床

版
等

の
補

修
を

行
い

、
橋

の
延

命
化

並
び

に
地

域

住
民

の
交

通
の

安
全

及
び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

（
消

防
施

設
）

 
こ

の
地

区
の

防
火

水
槽

の
設

置
予

定
地

周
辺

に
は

、
古

い
木

造
住

宅
が

密
集

し
て

い
る

区
域

が
あ

り
、

火
災

が
発

生
し

た
場

合
、

風
の

強
さ

、
風

向
等

に
よ

っ
て

は
大

規
模

な
火

災
に

発
展

す
る

恐
れ

が
あ

る
が

、
防

火
水

槽
が

設
置

さ
れ

て
お

ら
ず

、
今

後
の

水
利

不
足

が
懸

念
さ

れ
る

。
 

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

防
火

水
槽

を
新

た
に

設
置

す
る

こ
と

に
よ

り
、

迅
速

か
つ

効
果

的
な

消

防
活

動
の

展
開

を
可

能
に

し
、

地
区

住
民

の
よ

り
安

全
な

生
活

環
境

の
整

備
を

図
る

も
の

で
あ

る
。

 
 

３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 
平

成
２

８
年

度
か

ら
令

和
２

年
度

 
ま

で
 

 
 

５
年

間
 

（
単

位
：

千
円

）

区
 

分
 

事
 

業
 

施
設

名
 

 
 

 
 主

 
体

 
事

業
費

 
財

源
内

訳
 

一
般

財
源

の
う

ち
辺

地
対

策
事

 
業

債
の

予
定

額
 

特
定

財
源

 
一

般
財

源
 

道
路

施
設

 
五

島
市

 
4
1
1
,
3
0
0
 

0
 

4
1
1
,
3
0
0
 

4
1
1
,
3
0
0
 

消
防

施
設

 
五

島
市

 
1
6
,
3
8
5
 

2
,
6
9
3
 

1
3
,
6
9
2
 

1
3
,
6
9
0
 

 
 

 
 

 
 

合
 

 
計

 
 

4
2
7
,
6
8
5
 

2
,
6
9
3
 

4
2
4
,
9
9
2
 

4
2
4
,
9
9
0
 

 

       （
消

防
施

設
）

 
こ

の
地

区
の

防
火

水
槽

の
設

置
予

定
地

周
辺

に
は

、
古

い
木

造
住

宅
が

密
集

し
て

い
る

区
域

が
あ

り
、

火
災

が
発

生
し

た
場

合
、

風
の

強
さ

、
風

向
等

に
よ

っ
て

は
大

規
模

な
火

災
に

発
展

す
る

恐
れ

が
あ

る
が

、
防

火
水

槽
が

設
置

さ
れ

て
お

ら
ず

、
今

後
の

水
利

不
足

が
懸

念
さ

れ
る

。
 

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

防
火

水
槽

を
新

た
に

設
置

す
る

こ
と

に
よ

り
、

迅
速

か
つ

効
果

的
な

消

防
活

動
の

展
開

を
可

能
に

し
、

地
区

住
民

の
よ

り
安

全
な

生
活

環
境

の
整

備
を

図
る

も
の

で
あ

る
。

 
 

３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 
平

成
２

８
年

度
か

ら
平

成
３

２
年

度
ま

で
 

 
 

５
年

間
 

（
単

位
：

千
円

）

区
 

分
 

事
 

業
 

施
設

名
 

 
 

 
 主

 
体

 
事

業
費

 
財

源
内

訳
 

一
般

財
源

の
う

ち
辺

地
対

策
事

 
業

債
の

予
定

額
 

特
定

財
源

 
一

般
財

源
 

道
路

施
設

 
五

島
市

 
3
9
7
,
0
0
0
 

0
 

3
9
7
,
0
0
0
 

3
9
7
,
0
0
0
 

消
防

施
設

 
五

島
市

 
1
6
,
3
8
5
 

2
,
6
9
3
 

1
3
,
6
9
2
 

1
3
,
6
9
0
 

 
 

 
 

 
 

合
 

 
計

 
 

4
1
3
,
3
8
5
 

2
,
6
9
3
 

4
1
0
,
6
9
2
 

4
1
0
,
6
9
0
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議案第９２号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

令和元年９月２７日に議決された富江辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別

紙のとおり変更する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第８項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書（第１次変更） 

長崎県五島市  富江辺地 

（辺地の人口 ２，４０５人、面積 １０．５ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市富江町富江、富江町職人、

富江町土取、富江町黒島、富江町狩立、

富江町松尾、富江町山手 

（２）地域の中心の位置          長崎県五島市富江町富江２１１番 

（３）辺地度点数             ２１４点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

市道月見～職人町線は、月見地区と職人地区とを結ぶ生活道路として利用されてお

り、また、農道への連絡道路にもなっている。しかし、この路線は、側溝が無く幅員

が狭いため、車両間の離合が困難であり、車両及び歩行者の通行に支障を来している

状況である。このようなことから、道路の拡幅整備を行い、地域住民の交通の安全及

び利便性の向上を図るものである。 

市道富江～山下線は、国道３８４号線と山下地区とを結ぶ生活道路であり、地区住

民が頻繁に利用する路線である。しかし、この路線は、舗装整備後の年数の経過によ

る路面のひび割れや区画線の劣化が発生しており、車両及び歩行者の通行に支障を来

している状況である。このようなことから、道路の舗装整備等を行い、地域住民の交

通の安全及び利便性の向上を図るものである。 

市道黒瀬～職人線は、国道３８４号線と山崎地区とを結ぶ生活道路であり、地区住

民が頻繁に利用する路線である。しかし、この路線は、舗装整備後の年数の経過によ

る路面のひび割れや区画線の劣化が発生しており、車両及び歩行者の通行に支障を来

している状況である。このようなことから、道路の舗装整備等を行い、地域住民の交

通の安全及び利便性の向上を図るものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

令和元年度から令和５年度まで   ５年間 

（単位：千円） 

        区  分 
事 業  

施 設 名     主 体 
事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう 
ち辺地対策事 
業債の予定額 

特 定 財 源 一 般 財 源 

道路施設 五 島 市 57,037 0 57,037 57,037 
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合 計  57,037 0 57,037 57,037 
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〈
議
案
第
９
２
号
参
考
〉
総
合
整
備
計
画
書
新
旧
対
照
表
 

（
下

線
の
部
分
は
、

変
更
部
分
）

 

変
 

 
 

 
 

更
 

 
 

 
 

後
 

変
 

 
 

 
 

更
 

 
 

 
 

前
 

 
総

 
合

 
整

 
備

 
計

 
画

 
書

（
第

１
次

変
更

）
 

 
長

崎
県

五
島

市
 

 
富

江
辺

地
 

（
辺

地
の

人
口

 
２

，
４

０
５

人
、

面
積

 
１

０
．

５
ｋ

㎡
）

 
 

１
．

辺
地

の
概

況
 

 
 

（
１

）
辺

地
を

構
成

す
る

町
又

は
字

の
名

称
 

 
 

 
長

崎
県

五
島

市
富

江
町

富
江

、
富

江
町

職
人

、

富
江

町
土

取
、

富
江

町
黒

島
、

富
江

町
狩

立
、

富
江

町
松

尾
、

富
江

町
山

手
 

 
 

（
２

）
地

域
の

中
心

の
位

置
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
長

崎
県

五
島

市
富

江
町

富
江

２
１

１
番

 
 

 
（

３
）

辺
地

度
点

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
１

４
点

 
 

２
．

公
共

的
施

設
の

整
備

を
必

要
と

す
る

事
情

 

市
道

月
見

～
職

人
町

線
は

、
月

見
地

区
と

職
人

地
区

と
を

結
ぶ

生
活

道
路

と
し

て
利

用
さ

れ
て

お

り
、

ま
た

、
農

道
へ

の
連

絡
道

路
に

も
な

っ
て

い
る

。
し

か
し

、
こ

の
路

線
は

、
側

溝
が

無
く

幅
員

が
狭

い
た

め
、

車
両

間
の

離
合

が
困

難
で

あ
り

、
車

両
及

び
歩

行
者

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

道
路

の
拡

幅
整

備
を

行
い

、
地

域
住

民
の

交
通

の
安

全
及

び
利

便
性

の
向

上
を

図
る

も
の

で
あ

る
。

 

市
道

富
江

～
山

下
線

は
、

国
道

３
８

４
号

線
と

山
下

地
区

と
を

結
ぶ

生
活

道
路

で
あ

り
、

地
区

住

民
が

頻
繁

に
利

用
す

る
路

線
で

あ
る

。
し

か
し

、
こ

の
路

線
は

、
舗

装
整

備
後

の
年

数
の

経
過

に
よ

る
路

面
の

ひ
び

割
れ

や
区

画
線

の
劣

化
が

発
生

し
て

お
り

、
車

両
及

び
歩

行
者

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

道
路

の
舗

装
整

備
等

を
行

い
、

地
域

住
民

の
交

通
の

安
全

及
び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

市
道

黒
瀬

～
職

人
線

は
、

国
道

３
８

４
号

線
と

山
崎

地
区

と
を

結
ぶ

生
活

道
路

で
あ

り
、

地
区

住

民
が

頻
繁

に
利

用
す

る
路

線
で

あ
る

。
し

か
し

、
こ

の
路

線
は

、
舗

装
整

備
後

の
年

数
の

経
過

に
よ

る
路

面
の

ひ
び

割
れ

や
区

画
線

の
劣

化
が

発
生

し
て

お
り

、
車

両
及

び
歩

行
者

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

道
路

の
舗

装
整

備
等

を
行

い
、

地
域

住
民

の
交

通
の

安
全

及
び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

 ３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 

令
和

元
年

度
か

ら
令

和
５

年
度

ま
で

 
 

 
５

年
間

 
（

単
位

：
千

円
）

 

区
 

分
 

事
 

業
 

施
設

名
 

 
 

 
主

 
体

 
事

業
費

 
財

源
内

訳
 

一
般

財
源

の
う

ち
辺

地
対

策
事

 
業

債
の

予
定

額
 

特
定

財
源

 
一

般
財

源
 

道
路

施
設

 
五

 島
 市

 
5
7
,
0
3
7
 

0
 

5
7
,
0
3
7
 

5
7
,
0
3
7
 

 
 

 
 

 
 

 
総

 
合

 
整

 
備

 
計

 
画

 
書

 
 

長
崎

県
五

島
市

 
 

富
江

辺
地

 
（

辺
地

の
人

口
 

２
，

４
０

５
人

、
面

積
 

１
０

．
５

ｋ
㎡

）
 

 
１

．
辺

地
の

概
況

 
 

 
（

１
）

辺
地

を
構

成
す

る
町

又
は

字
の

名
称

 
 

 
 

長
崎

県
五

島
市

富
江

町
富

江
、

富
江

町
職

人
、

富
江

町
土

取
、

富
江

町
黒

島
、

富
江

町
狩

立
、

富
江

町
松

尾
、

富
江

町
山

手
 

 
 

（
２

）
地

域
の

中
心

の
位

置
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
長

崎
県

五
島

市
富

江
町

富
江

２
１

１
番

 
 

 
（

３
）

辺
地

度
点

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
１

４
点

 
 

２
．

公
共

的
施

設
の

整
備

を
必

要
と

す
る

事
情

 

市
道

月
見

～
職

人
町

線
は

、
月

見
地

区
と

職
人

地
区

と
を

結
ぶ

生
活

道
路

と
し

て
利

用
さ

れ
て

お

り
、

ま
た

、
農

道
へ

の
連

絡
道

路
に

も
な

っ
て

い
る

。
し

か
し

、
こ

の
路

線
は

、
側

溝
が

無
く

幅
員

が
狭

い
た

め
、

車
両

間
の

離
合

が
困

難
で

あ
り

、
車

両
及

び
歩

行
者

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

道
路

の
拡

幅
整

備
を

行
い

、
地

域
住

民
の

交
通

の
安

全
及

び
利

便
性

の
向

上
を

図
る

も
の

で
あ

る
。

 

市
道

富
江

～
山

下
線

は
、

国
道

３
８

４
号

線
と

山
崎

地
区

と
を

結
ぶ

生
活

道
路

で
あ

り
、

地
区

住

民
が

頻
繁

に
利

用
す

る
路

線
で

あ
る

。
し

か
し

、
こ

の
路

線
は

、
舗

装
整

備
後

の
年

数
の

経
過

に
よ

る
路

面
の

ひ
び

割
れ

や
区

画
線

の
劣

化
が

発
生

し
て

お
り

、
車

両
及

び
歩

行
者

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

道
路

の
舗

装
整

備
等

を
行

い
、

地
域

住
民

の
交

通
の

安
全

及
び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

市
道

黒
瀬

～
職

人
線

は
、

国
道

３
８

４
号

線
と

山
崎

地
区

と
を

結
ぶ

生
活

道
路

で
あ

り
、

地
区

住

民
が

頻
繁

に
利

用
す

る
路

線
で

あ
る

。
し

か
し

、
こ

の
路

線
は

、
舗

装
整

備
後

の
年

数
の

経
過

に
よ

る
路

面
の

ひ
び

割
れ

や
区

画
線

の
劣

化
が

発
生

し
て

お
り

、
車

両
及

び
歩

行
者

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

道
路

の
舗

装
整

備
等

を
行

い
、

地
域

住
民

の
交

通
の

安
全

及
び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

 ３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 

令
和

元
年

度
か

ら
令

和
５

年
度

ま
で

 
 

 
５

年
間

 
（

単
位

：
千

円
）

 

区
 

分
 

事
 

業
 

施
設

名
 

 
 

 
主

 
体

 
事

業
費

 
財

源
内

訳
 

一
般

財
源

の
う

ち
辺

地
対

策
事

 
業

債
の

予
定

額
 

特
定

財
源

 
一

般
財

源
 

道
路

施
設

 
五

 島
 市

 
5
2
,
9
7
9
 

0
 

5
2
,
9
7
9
 

5
2
,
9
7
9
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合
計

 
 

5
7
,
0
3
7
 

0
 

5
7
,
0
3
7
 

5
7
,
0
3
7
 

 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

5
2
,
9
7
9
 

0
 

5
2
,
9
7
9
 

5
2
,
9
7
9
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議案第９３号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

令和元年９月２７日に議決された山崎辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別

紙のとおり変更する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第８項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書（第１次変更） 

長崎県五島市  山崎辺地 

（辺地の人口 ３１４人、面積 ２．７０ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市富江町岳、富江町土取 

（２）地域の中心の位置          長崎県五島市富江町岳１７５７番３ 

（３）辺地度点数             ２６２点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

市道黒瀬～職人線は、国道３８４号線と山崎地区とを結ぶ生活道路であり、地区住

民が頻繁に利用する路線である。しかし、この路線は、舗装整備後の年数の経過によ

る路面のひび割れや区画線の劣化が発生しており、車両及び歩行者の通行に支障を来

している状況である。このようなことから、道路の舗装整備等を行い、地域住民の交

通の安全及び利便性の向上を図るものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

令和元年度から令和５年度まで   ５年間 

（単位：千円） 

        区  分 
事 業  

施 設 名     主 体 
事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう 
ち辺地対策事 
業債の予定額 

特 定 財 源 一 般 財 源 

道路施設 五 島 市 3,870 0 3,870 3,870 

      

      

合 計  3,870 0 3,870 3,870 
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〈
議
案
第
９
３
号
参
考
〉
総
合
整
備
計
画
書
新
旧
対
照
表
 

（
下

線
の
部
分
は
、

変
更
部
分
）

 

 

変
 

 
 

 
 

更
 

 
 

 
 

前
 

変
 

 
 

 
 

更
 

 
 

 
 

前
 

 
総

 
合

 
整

 
備

 
計

 
画

 
書

（
第

１
次

変
更

）
 

 
長

崎
県

五
島

市
 

 
山

崎
辺

地
 

（
辺

地
の

人
口

 
３

１
４

人
、

面
積

 
２

．
７

０
ｋ

㎡
）

 
 

１
．

辺
地

の
概

況
 

 
 

（
１

）
辺

地
を

構
成

す
る

町
又

は
字

の
名

称
 

 
 

 
長

崎
県

五
島

市
富

江
町

岳
、

富
江

町
土

取
 

 
 

（
２

）
地

域
の

中
心

の
位

置
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
長

崎
県

五
島

市
富

江
町

岳
１

７
５

７
番

３
 

 
 

（
３

）
辺

地
度

点
数

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

６
２

点
 

 

２
．

公
共

的
施

設
の

整
備

を
必

要
と

す
る

事
情

 

市
道

黒
瀬

～
職

人
線

は
、

国
道

３
８

４
号

線
と

山
崎

地
区

と
を

結
ぶ

生
活

道
路

で
あ

り
、

地
区

住

民
が

頻
繁

に
利

用
す

る
路

線
で

あ
る

。
し

か
し

、
こ

の
路

線
は

、
舗

装
整

備
後

の
年

数
の

経
過

に
よ

る
路

面
の

ひ
び

割
れ

や
区

画
線

の
劣

化
が

発
生

し
て

お
り

、
車

両
及

び
歩

行
者

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

道
路

の
舗

装
整

備
等

を
行

い
、

地
域

住
民

の
交

通
の

安
全

及
び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

 ３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 

令
和

元
年

度
か

ら
令

和
５

年
度

ま
で

 
 

 
５

年
間

 
（

単
位

：
千

円
）

 
区

 
分

 
事

 
業

 
施

設
名

 
 

 
 

 主
 

体
 

事
業

費
 

財
源

内
訳

 
一

般
財

源
の

う
ち

辺
地

対
策

事
 

業
債

の
予

定
額

 
特

定
財

源
 

一
般

財
源

 

道
路

施
設

 
五

 島
 市

 
3
,
8
7
0
 

0
 

3
,
8
7
0
 

3
,
8
7
0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

3
,
8
7
0
 

0
 

3
,
8
7
0
 

3
,
8
7
0
 

 

 
総

 
合

 
整

 
備

 
計

 
画

 
書

 
 

長
崎

県
五

島
市

 
 

山
崎

辺
地

 
（

辺
地

の
人

口
 

３
１

４
人

、
面

積
 

２
．

７
０

ｋ
㎡

）
 

 
１

．
辺

地
の

概
況

 
 

 
（

１
）

辺
地

を
構

成
す

る
町

又
は

字
の

名
称

 
 

 
 

長
崎

県
五

島
市

富
江

町
岳

、
富

江
町

土
取

 
 

 
（

２
）

地
域

の
中

心
の

位
置

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長
崎

県
五

島
市

富
江

町
岳

１
７

５
７

番
３

 
 

 
（

３
）

辺
地

度
点

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
６

２
点

 
 

２
．

公
共

的
施

設
の

整
備

を
必

要
と

す
る

事
情

 

市
道

黒
瀬

～
職

人
線

は
、

国
道

３
８

４
号

線
と

山
崎

地
区

と
を

結
ぶ

生
活

道
路

で
あ

り
、

地
区

住

民
が

頻
繁

に
利

用
す

る
路

線
で

あ
る

。
し

か
し

、
こ

の
路

線
は

、
舗

装
整

備
後

の
年

数
の

経
過

に
よ

る
路

面
の

ひ
び

割
れ

や
区

画
線

の
劣

化
が

発
生

し
て

お
り

、
車

両
及

び
歩

行
者

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

道
路

の
舗

装
整

備
等

を
行

い
、

地
域

住
民

の
交

通
の

安
全

及
び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

 ３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 

令
和

元
年

度
か

ら
令

和
５

年
度

ま
で

 
 

 
５

年
間

 
（

単
位

：
千

円
）

 
区

 
分

 
事

 
業

 
施

設
名

 
 

 
 

 主
 

体
 

事
業

費
 

財
源

内
訳

 
一

般
財

源
の

う
ち

辺
地

対
策

事
 

業
債

の
予

定
額

 
特

定
財

源
 

一
般

財
源

 

道
路

施
設

 
五

 島
 市

 
3
,
8
5
0
 

0
 

3
,
8
5
0
 

3
,
8
5
0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

3
,
8
5
0
 

0
 

3
,
8
5
0
 

3
,
8
5
0
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議案第９４号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

令和元年９月２７日に議決された盈進辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別

紙のとおり変更する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第８項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書（第１次変更） 

長崎県五島市  盈進辺地 
（辺地の人口 １，３６３人、面積 ８．００ｋ㎡） 

 
１．辺地の概況 
 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市富江町黒瀬、富江町長峰、 

富江町山下、富江町山手 
 （２）地域の中心の位置          長崎県五島市富江町黒瀬２４３番２ 
 （３）辺地度点数             ２３１点 
 
２．公共的施設の整備を必要とする事情 
   市道富江～山下線は、国道３８４号線と山下地区とを結ぶ生活道路であり、地区住

民が頻繁に利用する路線である。しかし、この路線は、舗装整備後の年数の経過によ

る路面のひび割れや区画線の劣化が発生しており、車両及び歩行者の通行に支障を来

している状況である。このようなことから、道路の舗装整備等を行い、地域住民の交

通の安全及び利便性の向上を図るものである。 
 

３．公共的施設の整備計画 
令和元年度から令和５年度まで   ５年間 

（単位：千円） 
        区  分 

事 業  
施 設 名     主 体 

事 業 費 
財 源 内 訳 一般財源のう 

ち辺地対策事 
業債の予定額 

特 定 財 源 一 般 財 源 

道路施設 五 島 市 173 0 173 173 

      

      

合 計  173 0 173 173 
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〈
議
案
第
９
４
号
参
考
〉
総
合
整
備
計
画
書
新
旧
対
照
表
 

（
下

線
の
部
分
は
、

変
更
部
分
）

 

 

変
 

 
 

 
 

更
 

 
 

 
 

後
 

変
 

 
 

 
 

更
 

 
 

 
 

前
 

 
総

 
合

 
整

 
備

 
計

 
画

 
書

（
第

１
次

変
更

）
 

 
長

崎
県

五
島

市
 

 
盈

進
辺

地
 

（
辺

地
の

人
口

 
１

，
３

６
３

人
、

面
積

 
８

．
０

０
ｋ

㎡
）

 
 

１
．

辺
地

の
概

況
 

 
 

（
１

）
辺

地
を

構
成

す
る

町
又

は
字

の
名

称
 

 
 

 
長

崎
県

五
島

市
富

江
町

黒
瀬

、
富

江
町

長
峰

、
 

富
江

町
山

下
、

富
江

町
山

手
 

 
 

（
２

）
地

域
の

中
心

の
位

置
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
長

崎
県

五
島

市
富

江
町

黒
瀬

２
４

３
番

２
 

 
 

（
３

）
辺

地
度

点
数

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

３
１

点
 

 

２
．

公
共

的
施

設
の

整
備

を
必

要
と

す
る

事
情

 

市
道

富
江

～
山

下
線

は
、

国
道

３
８

４
号

線
と

山
下

地
区

と
を

結
ぶ

生
活

道
路

で
あ

り
、

地
区

住

民
が

頻
繁

に
利

用
す

る
路

線
で

あ
る

。
し

か
し

、
こ

の
路

線
は

、
舗

装
整

備
後

の
年

数
の

経
過

に
よ

る
路

面
の

ひ
び

割
れ

や
区

画
線

の
劣

化
が

発
生

し
て

お
り

、
車

両
及

び
歩

行
者

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

道
路

の
舗

装
整

備
等

を
行

い
、

地
域

住
民

の
交

通
の

安
全

及
び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

 ３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 

令
和

元
年

度
か

ら
令

和
５

年
度

ま
で

 
 

 
５

年
間

 
（

単
位

：
千

円
）

 

区
 

分
 

事
 

業
 

施
設

名
 

 
 

 
 主

 
体

 
事

業
費

 
財

源
内

訳
 

一
般

財
源

の
う

ち
辺

地
対

策
事

 
業

債
の

予
定

額
 

特
定

財
源

 
一

般
財

源
 

道
路

施
設

 
五

 島
 市

 
1
7
3
 

0
 

1
7
3
 

1
7
3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

1
7
3
 

0
 

1
7
3
 

1
7
3
 

 

 
総

 
合

 
整

 
備

 
計

 
画

 
書

 
 

長
崎

県
五

島
市

 
 

盈
進

辺
地

 
（

辺
地

の
人

口
 

１
，

３
６

３
人

、
面

積
 

８
．

０
０

ｋ
㎡

）
 

 
１

．
辺

地
の

概
況

 
 

 
（

１
）

辺
地

を
構

成
す

る
町

又
は

字
の

名
称

 
 

 
 

長
崎

県
五

島
市

富
江

町
黒

瀬
、

富
江

町
長

峰
、

 
富

江
町

山
下

、
富

江
町

山
手

 
 

 
（

２
）

地
域

の
中

心
の

位
置

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長
崎

県
五

島
市

富
江

町
黒

瀬
２

４
３

番
２

 
 

 
（

３
）

辺
地

度
点

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
３

１
点

 
 

２
．

公
共

的
施

設
の

整
備

を
必

要
と

す
る

事
情

 

市
道

富
江

～
山

下
線

は
、

国
道

３
８

４
号

線
と

山
下

地
区

と
を

結
ぶ

生
活

道
路

で
あ

り
、

地
区

住

民
が

頻
繁

に
利

用
す

る
路

線
で

あ
る

。
し

か
し

、
こ

の
路

線
は

、
舗

装
整

備
後

の
年

数
の

経
過

に
よ

る
路

面
の

ひ
び

割
れ

や
区

画
線

の
劣

化
が

発
生

し
て

お
り

、
車

両
及

び
歩

行
者

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

道
路

の
舗

装
整

備
等

を
行

い
、

地
域

住
民

の
交

通
の

安
全

及
び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

 ３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 

令
和

元
年

度
か

ら
令

和
５

年
度

ま
で

 
 

 
５

年
間

 
（

単
位

：
千

円
）

 
区

 
分

 
事

 
業

 
施

設
名

 
 

 
 

 主
 

体
 

事
業

費
 

財
源

内
訳

 
一

般
財

源
の

う
ち

辺
地

対
策

事
 

業
債

の
予

定
額

 
特

定
財

源
 

一
般

財
源

 

道
路

施
設

 
五

 島
 市

 
1
7
1
 

0
 

1
7
1
 

1
7
1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

1
7
1
 

0
 

1
7
1
 

1
7
1
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議案第９５号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

平成３０年９月２５日に議決された玉之浦辺地に係る公共的施設の総合整備計画

を別紙のとおり変更する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第８項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書（第１次変更） 

 

長崎県五島市  玉之浦辺地 
（辺地の人口 ４７８人、面積 １４．５０ｋ㎡） 

 
１．辺地の概況 
 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市玉之浦町玉之浦 
 （２）地域の中心の位置          長崎県五島市玉之浦町玉之浦６３２番３ 
 （３）辺地度点数             ２５３点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

（道路施設） 

市道大瀬崎２号線は、大瀬崎灯台へ続く観光道路であり、観光バス、レンタカー等

の通行が多い路線である。しかし、この路線は、舗装整備後の年数の経過による路面

のひび割れや路肩の陥没が発生しており、車両及び歩行者の通行に支障を来している

状況である。このようなことから、道路の舗装整備等を行い、地域住民の交通の安全

及び利便性の向上を図るものである。 

（診療施設） 

国民健康保険玉之浦診療所の心電計は、平成２１年に購入したものである。しかし、

購入後１１年が経過し、老朽化に伴う故障により使用不能となっており、保守部品保

有期間の終了により修理ができない状況である。現在、他施設の心電計を借用し、診

察に使用しているが、借用している心電計も購入後２１年が経過し、老朽化している

ため、故障した場合、疾病の状況判断に支障を来すことが懸念される。このようなこ

とから、心電計を更新することで、地域医療の充実を図るものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

平成３０年度から令和４年度まで   ５年間 

（単位：千円） 

        区  分 

事 業  

施 設 名     主 体 

事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額 
特 定 財 源 一 般 財 源 

道路施設 五 島 市 8,600 0 8,600 8,600 

診療施設 五 島 市 880 440 440 400 

      

合 計  9,480 440 9,040 9,000 
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〈
議
案
第
９
５
号
参
考
〉
総
合
整
備
計
画
書
新
旧
対
照
表
 

（
下

線
の
部
分
は
、

変
更
部
分
）

 

変
 

 
 

 
 

更
 

 
 

 
 

後
 

変
 

 
 

 
 

更
 

 
 

 
 

前
 

 

総
 

合
 

整
 

備
 

計
 

画
 

書
（

第
１

次
変

更
）

 

 

長
崎

県
五

島
市

 
 

玉
之

浦
辺

地
 

（
辺

地
の

人
口

 
４

７
８

人
、

面
積

 
１

４
．

５
０

ｋ
㎡

）

 

１
．

辺
地

の
概

況
 

 
（

１
）

辺
地

を
構

成
す

る
町

又
は

字
の

名
称

 
 

 
 

長
崎

県
五

島
市

玉
之

浦
町

玉
之

浦
 

 
（

２
）

地
域

の
中

心
の

位
置

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長
崎

県
五

島
市

玉
之

浦
町

玉
之

浦
６

３
２

番
３

 

 
（

３
）

辺
地

度
点

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
５

３
点

 

 

２
．

公
共

的
施

設
の

整
備

を
必

要
と

す
る

事
情

 

（
道

路
施

設
）

 

市
道

大
瀬

崎
２

号
線

は
、

大
瀬

崎
灯

台
へ

続
く

観
光

道
路

で
あ

り
、

観
光

バ
ス

、
レ

ン
タ

カ
ー

等

の
通

行
が

多
い

路
線

で
あ

る
。

し
か

し
、

こ
の

路
線

は
、

舗
装

整
備

後
の

年
数

の
経

過
に

よ
る

路
面

の
ひ

び
割

れ
や

路
肩

の
陥

没
が

発
生

し
て

お
り

、
車

両
及

び
歩

行
者

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

道
路

の
舗

装
整

備
等

を
行

い
、

地
域

住
民

の
交

通
の

安
全

及
び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

（
診

療
施

設
）

 

国
民

健
康

保
険

玉
之

浦
診

療
所

の
心

電
計

は
、

平
成

２
１

年
に

購
入

し
た

も
の

で
あ

る
。

し
か

し
、

購
入

後
１

１
年

が
経

過
し

、
老

朽
化

に
伴

う
故

障
に

よ
り

使
用

不
能

と
な

っ
て

お
り

、
保

守
部

品
保

有
期

間
の

終
了

に
よ

り
修

理
が

で
き

な
い

状
況

で
あ

る
。

現
在

、
他

施
設

の
心

電
計

を
借

用
し

、
診

察
に

使
用

し
て

い
る

が
、

借
用

し
て

い
る

心
電

計
も

購
入

後
２

１
年

が
経

過
し

、
老

朽
化

し
て

い
る

た
め

、
故

障
し

た
場

合
、

疾
病

の
状

況
判

断
に

支
障

を
来

す
こ

と
が

懸
念

さ
れ

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

心
電

計
を

更
新

す
る

こ
と

で
、

地
域

医
療

の
充

実
を

図
る

も
の

で
あ

る
。

 

 

３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 

平
成

３
０

年
度

か
ら

令
和

４
年

度
 

ま
で

 
 

 
５

年
間

 

（
単

位
：

千
円

）
 

区
 

分
 

事
 

業
 

施
設

名
 

 
 

 
主

 
体

 
事

業
費

 
財

源
内

訳
 

一
般

財
源

の
う

ち
辺

地
対

策
事

 
業

債
の

予
定

額
 

特
定

財
源

 
一

般
財

源
 

道
路

施
設

 
五

島
市

 
8
,
6
0
0
 

0
 

8
,
6
0
0
 

8
,
6
0
0
 

診
療

施
設

 
五

島
市

 
8
8
0
 

4
4
0
 

4
4
0
 

4
0
0
 

 
 

 
 

 
 

 

総
 

合
 

整
 

備
 

計
 

画
 

書
 

 

長
崎

県
五

島
市

 
 

玉
之

浦
辺

地
 

（
辺

地
の

人
口

 
４

７
８

人
、

面
積

 
１

４
．

５
０

ｋ
㎡

）

 

１
．

辺
地

の
概

況
 

 
（

１
）

辺
地

を
構

成
す

る
町

又
は

字
の

名
称

 
 

 
 

長
崎

県
五

島
市

玉
之

浦
町

玉
之

浦
 

 
（

２
）

地
域

の
中

心
の

位
置

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長
崎

県
五

島
市

玉
之

浦
町

玉
之

浦
６

３
２

番
３

 

 
（

３
）

辺
地

度
点

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
５

３
点

 

 

２
．

公
共

的
施

設
の

整
備

を
必

要
と

す
る

事
情

 

 

市
道

大
瀬

崎
２

号
線

は
、

大
瀬

崎
灯

台
へ

続
く

観
光

道
路

で
あ

り
、

観
光

バ
ス

、
レ

ン
タ

カ
ー

等

の
通

行
が

多
い

路
線

で
あ

る
。

し
か

し
、

こ
の

路
線

は
、

舗
装

整
備

後
の

年
数

の
経

過
に

よ
る

路
面

の
ひ

び
割

れ
や

路
肩

の
陥

没
が

発
生

し
て

お
り

、
車

両
及

び
歩

行
者

の
通

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、

道
路

の
舗

装
整

備
等

を
行

い
、

地
域

住
民

の
交

通
の

安
全

及
び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

        

３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 

平
成

３
０

年
度

か
ら

平
成

３
４

年
度

ま
で

 
 

 
５

年
間

 

（
単

位
：

千
円

）
 

区
 

分
 

事
 

業
 

施
設

名
 

 
 

 
主

 
体

 
事

業
費

 
財

源
内

訳
 

一
般

財
源

の
う

ち
辺

地
対

策
事

 
業

債
の

予
定

額
 

特
定

財
源

 
一

般
財

源
 

道
路

施
設

 
五

島
市

 
8
,
6
0
0
 

0
 

8
,
6
0
0
 

8
,
6
0
0
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合
計

 
 

9
,
4
8
0
 

4
4
0
 

9
,
0
4
0
 

9
,
0
0
0
 

 

合
計

 
 

8
,
6
0
0
 

0
 

8
,
6
0
0
 

8
,
6
0
0
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議案第９６号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

平成２９年９月２９日に議決された浜窄辺地に係る公共的施設の総合整備計画を

別紙のとおり変更する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第８項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書（第１次変更） 

長崎県五島市  浜窄辺地 

（辺地の人口 ３７７人、面積 １０．７４ｋ㎡） 

 

１．辺地の概況 

 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市三井楽町塩水、三井楽町丑

ノ浦、三井楽町波砂間、三井楽町濱窄、

三井楽町貝津 

 （２）地域の中心の位置          長崎県五島市三井楽町貝津８９５番７ 

 （３）辺地度点数             ２８６点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

市道丑ノ浦線及び市道長田尾榎本中長田線は、国道３８４号と航空自衛隊福江分

屯基地とを結ぶ路線の一部で、主に地域住民の生活道路として利用されている。ま

た、年に数回、自衛隊の大型車両２５台程度が訓練のために来島する際にもこれら

の路線が利用されている。しかし、これらの路線は、自衛隊の大型車両が通行する

場合には、幅員が狭く車両の離合が困難なため、その他の車両の通行を規制する必

要があるなど、車両の通行に支障を来している状況である。このようなことから、

道路の拡幅整備及び舗装整備を行い、地域住民の交通の安全及び利便性の向上を図

るものである。 

市道浜窄線は、国道３８４号線と浜窄地区とを結ぶ生活道路であり、地域住民が

頻繁に利用する路線である。しかし、この路線は、舗装整備後の年数の経過による

路面のひび割れや区画線の劣化が発生しており、車両及び歩行者の通行に支障を来

している状況である。このようなことから、道路の舗装整備等を行い、地域住民の

交通の安全及び利便性の向上を図るものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

平成２９年度から令和３年度まで   ５年間 

（単位：千円） 

        区  分 
事 業  

施 設 名     主 体 
事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう 
ち辺地対策事 
業債の予定額 

特 定 財 源 一 般 財 源 

道路施設 五 島 市 162,912 112,501 50,411 50,352 
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合 計  162,912 112,501 50,411 50,352 
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議案第９７号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

令和元年９月２７日に議決された寺脇辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別

紙のとおり変更する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第８項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書（第１次変更） 

 

長崎県五島市  寺脇辺地 
（辺地の人口 １９６人、面積 ７．６０ｋ㎡） 

 
１．辺地の概況 
 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市岐宿町松山、岐宿町中嶽 
 （２）地域の中心の位置          長崎県五島市岐宿町松山６０１番１ 
 （３）辺地度点数             ２３９点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

（林道） 

森林管理道南部憩坂線の整備予定地周辺の森林は、計画的な森林整備が必要な人工

林が半数以上を占めているが、林道が未整備であることから、効率的な森林整備がで

きない状況である。このようなことから、林道を整備する（長崎県が主体となって事

業を実施し、本市が地元負担金として一部費用を負担する）ことにより、効率的な森

林整備を可能にし、林業の活性化を図るものである。 

（道路施設） 

市道松山中嶽南部１号線の居川橋は、岐宿町松山地区の集落内を流れる寺脇川に架

けられた鋼橋である。しかし、この橋は、架設後５０年以上が経過し、床版、主桁及

び支承に損傷が発生している状況である。このようなことから、この橋の床版、主桁、

支承等の補修を行い、橋の延命化並びに地域住民の交通の安全及び利便性の向上を図

るものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

令和元年度から令和５年度まで   ５年間 

（単位：千円） 

        区  分 

事 業  

施 設 名     主 体 

事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 
特 定 財 源 一 般 財 源 

林 道 

（地元負担金） 
長 崎 県 4,490 0 4,490 4,400 

道路施設 五 島 市 19,500 13,110 6,390 6,300 

      

合 計  23,990 13,110 10,880 10,700 
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及
び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

 ３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 

令
和

元
年

度
か

ら
令

和
５

年
度

ま
で

 
 

 
５

年
間

 
（

単
位

：
千

円
）

 

区
 

分
 

事
 

業
 

施
設

名
 

 
 

 
主

 
体

 
事

業
費

 
財

源
内

訳
 

一
般

財
源

の
う

ち
辺

地
対

策
事

 
業

債
の

予
定

額
 

特
定

財
源

 
一

般
財

源
 

林
 

道
 

（
地

元
負

担
金

）
 

長
 崎

 県
 

4
,
4
9
0
 

0
 

4
,
4
9
0
 

4
,
4
0
0
 

道
路

施
設

 
五

 島
 市

 
1
9
,
5
0
0
 

1
3
,
1
1
0
 

6
,
3
9
0
 

6
,
3
0
0
 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

2
3
,
9
9
0
 

1
3
,
1
1
0
 

1
0
,
8
8
0
 

1
0
,
7
0
0
 

 

 
総

 
合

 
整

 
備

 
計

 
画

 
書

 
 

長
崎

県
五

島
市

 
 

寺
脇

辺
地

 
（

辺
地

の
人

口
 

１
９

６
人

、
面

積
 

７
．

６
０

ｋ
㎡

）
 

 
１

．
辺

地
の

概
況

 
 

 
（

１
）

辺
地

を
構

成
す

る
町

又
は

字
の

名
称

 
 

 
 

長
崎

県
五

島
市

岐
宿

町
松

山
、

岐
宿

町
中

嶽
 

 
 

（
２

）
地

域
の

中
心

の
位

置
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
長

崎
県

五
島

市
岐

宿
町

松
山

６
０

１
番

１
 

 
 

（
３

）
辺

地
度

点
数

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２

３
９

点
 

 

２
．

公
共

的
施

設
の

整
備

を
必

要
と

す
る

事
情

 

 

森
林

管
理

道
南

部
憩

坂
線

の
整

備
予

定
地

周
辺

の
森

林
は

、
計

画
的

な
森

林
整

備
が

必
要

な
人

工

林
が

半
数

以
上

を
占

め
て

い
る

が
、

林
道

が
未

整
備

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

効
率

的
な

森
林

整
備

が
で

き
な

い
状

況
で

あ
る

。
こ

の
よ

う
な

こ
と

か
ら

、
林

道
を

整
備

す
る

（
長

崎
県

が
主

体
と

な
っ

て
事

業
を

実
施

し
、

本
市

が
地

元
負

担
金

と
し

て
一

部
費

用
を

負
担

す
る

）
こ

と
に

よ
り

、
効

率
的

な
森

林
整

備
を

可
能

に
し

、
林

業
の

活
性

化
を

図
る

も
の

で
あ

る
。

 

       ３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 

令
和

元
年

度
か

ら
令

和
５

年
度

ま
で

 
 

 
５

年
間

 
（

単
位

：
千

円
）

 

区
 

分
 

事
 

業
 

施
設

名
 

 
 

 
主

 
体

 
事

業
費

 
財

源
内

訳
 

一
般

財
源

の
う

ち
辺

地
対

策
事

 
業

債
の

予
定

額
 

特
定

財
源

 
一

般
財

源
 

林
 

道
 

（
地

元
負

担
金

）
 

長
 崎

 県
 

4
,
4
9
0
 

0
 

4
,
4
9
0
 

4
,
4
0
0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

4
,
4
9
0
 

0
 

4
,
4
9
0
 

4
,
4
0
0
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議案第９８号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

令和元年９月２７日に議決された中岳南部辺地に係る公共的施設の総合整備計画

を別紙のとおり変更する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

 

 （提案理由） 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更については、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第８項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出す

る理由である。 
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（別紙） 

総 合 整 備 計 画 書（第２次変更） 

 

長崎県五島市  中岳南部辺地 
（辺地の人口 ２２８人、面積 ７．３０ｋ㎡） 

 
１．辺地の概況 
 （１）辺地を構成する町又は字の名称    長崎県五島市岐宿町中嶽、岐宿町二本楠 
 （２）地域の中心の位置          長崎県五島市岐宿町中嶽１９８７番２ 
 （３）辺地度点数             ２２５点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

（道路施設） 

市道中嶽北部３３号線の八本木橋（４号）は、岐宿町中岳地区の集落内を流れる大

保川に架けられた鋼橋である。しかし、この橋は、架設後３０年以上が経過している

と思われ、主桁、支承等に損傷が発生している状況である。このようなことから、こ

の橋の主桁、支承等の補修を行い、地区住民の交通の安全及び利便性の向上を図るも

のである。 

市道松山中嶽南部１号線の柿之木場橋（２号）は、岐宿町中岳地区の集落内を流れ

る柿之木場川に架けられた鋼橋である。しかし、この橋は、架設後５０年以上が経過

していると思われ、主桁、支承等に損傷が発生している状況である。このようなこと

から、この橋の主桁、支承等の補修を行い、橋の長寿命化並びに地区住民の交通の安

全及び利便性の向上を図るものである。 

（林道） 

林道中岳線は、採石場跡地に隣接しており、降雨時には採石場跡地から林道敷地内

に雨水が流れ込み、未舗装の路面を侵食している。そのため、搬出用トラックの交通

に支障を来しており、効率的な森林整備ができない状況である。このようなことから、

当該林道をアスファルト舗装することにより、効率的な森林整備を可能にし、林業の

活性化を図るものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

平成３０年度から令和４年度まで   ５年間 

（単位：千円） 

        区  分 

事 業  

施 設 名     主 体 

事 業 費 

財 源 内 訳 一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額 
特 定 財 源 一 般 財 源 

道路施設 五 島 市 40,600 13,021 27,579 27,546 

林道 五 島 市 17,500 0 17,500 17,500 
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合 計  58,100 13,021 45,079 45,046 
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〈
議
案
第
９
８
号
参
考
〉
総
合
整
備
計
画
書
新
旧
対
照
表
 

（
下

線
の
部
分
は
、

変
更
部
分
）

 

変
 

 
 

 
 

更
 

 
 

 
 

後
 

変
 

 
 

 
 

更
 

 
 

 
 

前
 

 

総
 

合
 

整
 

備
 

計
 

画
 

書
（

第
２

次
変

更
）

 

 

長
崎

県
五

島
市

 
 

中
岳

南
部

辺
地

 

（
辺

地
の

人
口

 
２

２
８

人
、

面
積

 
７

．
３

０
ｋ

㎡
）

 

１
．

辺
地

の
概

況
 

 
（

１
）

辺
地

を
構

成
す

る
町

又
は

字
の

名
称

 
 

 
 

長
崎

県
五

島
市

岐
宿

町
中

嶽
、

岐
宿

町
二

本
楠

 

 
（

２
）

地
域

の
中

心
の

位
置

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長
崎

県
五

島
市

岐
宿

町
中

嶽
１

９
８

７
番

２
 

 
（

３
）

辺
地

度
点

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
２

５
点

 

 

２
．

公
共

的
施

設
の

整
備

を
必

要
と

す
る

事
情

 

（
道

路
施

設
）

 

市
道

中
嶽

北
部

３
３

号
線

の
八

本
木

橋
（

４
号

）
は

、
岐

宿
町

中
岳

地
区

の
集

落
内

を
流

れ
る

大

保
川

に
架

け
ら

れ
た

鋼
橋

で
あ

る
。

し
か

し
、

こ
の

橋
は

、
架

設
後

３
０

年
以

上
が

経
過

し
て

い
る

と
思

わ
れ

、
主

桁
、

支
承

等
に

損
傷

が
発

生
し

て
い

る
状

況
で

あ
る

。
こ

の
よ

う
な

こ
と

か
ら

、
こ

の
橋

の
主

桁
、

支
承

等
の

補
修

を
行

い
、

地
区

住
民

の
交

通
の

安
全

及
び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

市
道

松
山

中
嶽

南
部

１
号

線
の

柿
之

木
場

橋
（

２
号

）
は

、
岐

宿
町

中
岳

地
区

の
集

落
内

を
流

れ

る
柿

之
木

場
川

に
架

け
ら

れ
た

鋼
橋

で
あ

る
。

し
か

し
、

こ
の

橋
は

、
架

設
後

５
０

年
以

上
が

経
過

し
て

い
る

と
思

わ
れ

、
主

桁
、

支
承

等
に

損
傷

が
発

生
し

て
い

る
状

況
で

あ
る

。
こ

の
よ

う
な

こ
と

か
ら

、
こ

の
橋

の
主

桁
、

支
承

等
の

補
修

を
行

い
、

橋
の

長
寿

命
化

並
び

に
地

区
住

民
の

交
通

の
安

全
及

び
利

便
性

の
向

上
を

図
る

も
の

で
あ

る
。

 

（
林

道
）

 

林
道

中
岳

線
は

、
採

石
場

跡
地

に
隣

接
し

て
お

り
、

降
雨

時
に

は
採

石
場

跡
地

か
ら

林
道

敷
地

内

に
雨

水
が

流
れ

込
み

、
未

舗
装

の
路

面
を

侵
食

し
て

い
る

。
そ

の
た

め
、

搬
出

用
ト

ラ
ッ

ク
の

交
通

に
支

障
を

来
し

て
お

り
、

効
率

的
な

森
林

整
備

が
で

き
な

い
状

況
で

あ
る

。
こ

の
よ

う
な

こ
と

か
ら

、

当
該

林
道

を
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
す

る
こ

と
に

よ
り

、
効

率
的

な
森

林
整

備
を

可
能

に
し

、
林

業
の

活
性

化
を

図
る

も
の

で
あ

る
。

 

 

３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 

平
成

３
０

年
度

か
ら

令
和

４
年

度
ま

で
 

 
 

５
年

間
 

   

 

総
 

合
 

整
 

備
 

計
 

画
 

書
（

第
１

次
変

更
）

 

 

長
崎

県
五

島
市

 
 

中
岳

南
部

辺
地

 

（
辺

地
の

人
口

 
２

２
８

人
、

面
積

 
７

．
３

０
ｋ

㎡
）

 

１
．

辺
地

の
概

況
 

 
（

１
）

辺
地

を
構

成
す

る
町

又
は

字
の

名
称

 
 

 
 

長
崎

県
五

島
市

岐
宿

町
中

嶽
、

岐
宿

町
二

本
楠

 

 
（

２
）

地
域

の
中

心
の

位
置

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長
崎

県
五

島
市

岐
宿

町
中

嶽
１

９
８

７
番

２
 

 
（

３
）

辺
地

度
点

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
２

５
点

 

 

２
．

公
共

的
施

設
の

整
備

を
必

要
と

す
る

事
情

 

 

市
道

中
嶽

北
部

３
３

号
線

の
八

本
木

橋
（

４
号

）
は

、
岐

宿
町

中
岳

地
区

の
集

落
内

を
流

れ
る

大

保
川

に
架

け
ら

れ
た

鋼
橋

で
あ

る
。

し
か

し
、

こ
の

橋
は

、
架

設
後

３
０

年
以

上
が

経
過

し
て

い
る

と
思

わ
れ

、
主

桁
、

支
承

等
に

損
傷

が
発

生
し

て
い

る
状

況
で

あ
る

。
こ

の
よ

う
な

こ
と

か
ら

、
こ

の
橋

の
主

桁
、

支
承

等
の

補
修

を
行

い
、

地
区

住
民

の
交

通
の

安
全

及
び

利
便

性
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。
 

市
道

松
山

中
嶽

南
部

１
号

線
の

柿
之

木
場

橋
（

２
号

）
は

、
岐

宿
町

中
岳

地
区

の
集

落
内

を
流

れ

る
柿

之
木

場
川

に
架

け
ら

れ
た

鋼
橋

で
あ

る
。

し
か

し
、

こ
の

橋
は

、
架

設
後

５
０

年
以

上
が

経
過

し
て

い
る

と
思

わ
れ

、
主

桁
、

支
承

等
に

損
傷

が
発

生
し

て
い

る
状

況
で

あ
る

。
こ

の
よ

う
な

こ
と

か
ら

、
こ

の
橋

の
主

桁
、

支
承

等
の

補
修

を
行

い
、

橋
の

長
寿

命
化

並
び

に
地

区
住

民
の

交
通

の
安

全
及

び
利

便
性

の
向

上
を

図
る

も
の

で
あ

る
。

 

       

３
．

公
共

的
施

設
の

整
備

計
画

 

平
成

３
０

年
度

か
ら

令
和

４
年

度
ま

で
 

 
 

５
年

間
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（
単

位
：

千
円

）
 

区
 

分
 

事
 

業
 

施
設

名
 

 
 

 
主

 
体

 
事

業
費

 
財

源
内

訳
 

一
般

財
源

の
う

ち
辺

地
対

策
事

 
業

債
の

予
定

額
 

特
定

財
源

 
一

般
財

源
 

道
路

施
設

 
五

島
市

 
4
0
,
6
0
0
 

1
3
,
0
2
1
 

2
7
,
5
7
9
 

2
7
,
5
4
6
 

林
道

 
五

島
市

 
1
7
,
5
0
0
 

0
 

1
7
,
5
0
0
 

1
7
,
5
0
0
 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

5
8
,
1
0
0
 

1
3
,
0
2
1
 

4
5
,
0
7
9
 

4
5
,
0
4
6
 

 

（
単

位
：

千
円

）
 

区
 

分
 

事
 

業
 

施
設

名
 

 
 

 
主

 
体

 
事

業
費

 
財

源
内

訳
 

一
般

財
源

の
う

ち
辺

地
対

策
事

 
業

債
の

予
定

額
 

特
定

財
源

 
一

般
財

源
 

道
路

施
設

 
五

島
市

 
4
0
,
6
0
0
 

1
3
,
0
2
1
 

2
7
,
5
7
9
 

2
7
,
5
4
6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

4
0
,
6
0
0
 

1
3
,
0
2
1
 

2
7
,
5
7
9
 

2
7
,
5
4
6
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議案第９９号 

 

工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎      

 

１ 工 事 名  五島市奈留支所庁舎建設工事（建築） 

２ 工 事 場 所   五島市奈留町浦１８１５番地３ 

３ 契約の方 法  一般競争入札 

４ 工事請負金額  ３１６，８００，０００円 

５ 工事請負 人  五島市東浜町一丁目１番１６号 

          出口興業 株式会社 

          代表取締役 出口 敬介 

 

 

 （提案理由） 

 工事請負契約の締結については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第５号及び五島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（平成１６年五島市条例第５０号）第２条の規定により議会の議決を経る

必要がある。これが、この案を提出する理由である。 
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議案第１００号 

 

五島市教育委員会委員の任命について 

 次の者を五島市教育委員会委員に任命する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市猪之木町６９９番地 
ふりがな  さか もと たい ぞう 
氏  名  坂  本  泰  蔵 

生年月日  昭和２５年１１月１８日 

 

 

 （提案理由） 

 教育委員会委員の任命については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により議会の同意を得る必要が

ある。これが、この案を提出する理由である。 
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〈議案第１００号参考〉 

 略 歴 

  昭和４８年 ３月  日本大学農獣医学部卒業 

  同 ５２年 ４月  福江市立久賀小学校助教諭 

  同 ５４年 ４月  福江市立奥浦中学校教諭 

  平成 ５年 ４月  平戸市立南部中学校教頭 

  同  ９年 ４月  福江市教育委員会事務局学校教育課保健体育係長 

  同 １０年 ４月  同          学校教育課学校教育係長 

  同 １１年 ４月  同          学校教育課長補佐 

  同 １２年 ４月  三井楽町立浜窄小学校長 

  同 １４年 ４月  長崎県教育庁五島教育事務所指導主事 

  同 １７年 ４月  五島市立富江中学校長 

  同 ２０年 ４月  五島市立久賀中学校長 

  同 ２３年 ３月  定年退職 

  同 ２８年１０月  五島市教育委員会委員 現在に至る。 

 
 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

坂 本 泰 蔵 平成２８年１０月２０日 令和 ２年１０月１９日  

佐 藤 清 美 平成２８年１０月２０日 令和 ２年１０月１９日  

杣 川 好 隆 平成２９年１０月２０日 令和 ３年１０月１９日  

濱 村 悦 子 平成３０年１０月２０日 令和 ４年１０月１９日  

 

- 72 -



議案第１０１号 

 

五島市教育委員会委員の任命について 

 次の者を五島市教育委員会委員に任命する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市富江町狩立１１９２番地３ 
ふりがな  やま もと あさ  こ 
氏  名  山  本  浅  子 

生年月日  昭和３５年３月２７日 

 

 

 （提案理由） 

 教育委員会委員の任命については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により議会の同意を得る必要が

ある。これが、この案を提出する理由である。 
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〈議案第１０１号参考〉 

 略 歴 

  昭和５５年 ３月  長崎純心女子短期大学卒業 

  平成 ２年 ８月  富江町社会教育指導員 

同 １６年 ８月  五島市社会教育指導員 

同 １８年 ４月  五島市公民館主事 

 
 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

坂 本 泰 蔵 平成２８年１０月２０日 令和 ２年１０月１９日  

佐 藤 清 美 平成２８年１０月２０日 令和 ２年１０月１９日  

杣 川 好 隆 平成２９年１０月２０日 令和 ３年１０月１９日  

濱 村 悦 子 平成３０年１０月２０日 令和 ４年１０月１９日  
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議案第１０２号 

 

五島市監査委員の選任について 

 次の者を五島市監査委員に選任する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市上大津町７８６番地１ 
ふりがな  はし もと へい  ま 
氏  名  橋  本  平  馬 

生年月日  昭和２９年７月１６日 

 

 

 （提案理由） 

 監査委員の選任については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条

第１項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この案を提出する理由

である。 
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〈議案第１０２号参考〉 

 略 歴 

  昭和５２年 ３月  日本大学法学部卒業 

  同 ５２年 ４月  福江市事務員 

  平成１６年 ８月  五島市総務課参事補兼法制係長 

  同 １７年１０月  同  総務課長補佐兼法制係長 

  同 １９年 ４月  同  監査委員事務局長 

  同 ２２年 ４月  同  文化推進室長 

  同 ２４年 ４月  同  社会福祉課長 

  同 ２５年 ４月  同  会計管理者兼会計課長 

  同 ２７年 ３月  同  定年退職 

  同 ２７年 ４月  一般社団法人下五島農林総合開発公社監事ああああああ。 

  同 ２７年 ６月  一般社団法人五島市農林総合開発公社監事 

  同 ２８年 ７月  五島市情報公開・個人情報保護審査会委員 

  同 ２８年１０月  五島市監査委員 現在に至る。 
 

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

橋 本 平 馬 平成２８年１０月１９日 令和 ２年１０月１８日  

神之浦 伊佐男 平成２９年 ２月２７日 令和 ３年 ２月２６日  
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議案第１０３号 

 

五島市公平委員会委員の選任について 

 次の者を五島市公平委員会委員に選任する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市大荒町４９３番地１ 
 

ふりがな  まつ もと やす ひで 
氏  名  松  本  康  英 

    
生年月日  昭和２７年１０月１０日 

 

 

 （提案理由） 

公平委員会委員の選任については、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第９条の２第２項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、この案を提

出する理由である。 
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〈議案第１０３号参考〉 

略 歴 

  昭和５０年 ３月  立正大学経済学部卒業 

  同 ５０年 ４月  福江市事務員 

  平成１６年 ８月  五島市立福江学校給食センター所長 

  同 １９年 ４月  五島市税務課長補佐兼市民税係長 

  同 ２０年 ４月  同  税務課長 

  同 ２３年 ４月  同  会計管理者兼会計課長 

  同 ２５年 ３月  定年退職 

  同 ２５年 ７月  公益社団法人五島法人会事務局長 

  同 ２８年１０月  公平委員会委員 現在に至る。 

  令和 元年 ４月  職人町町内会長 現在に至る。 

  

 

任       期       表 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

松 本 康 英 平成２８年１０月２０日 令和 ２年１０月１９日  

本 村 秀 子 平成３０年１０月２０日 令和 ４年１０月１９日  

祢 宜   渉 令和 元年１０月２０日 令和 ５年１０月１９日  
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議案第１０４号 

 

五島市職員懲戒審査委員会委員の任命について 

 次の者を五島市職員懲戒審査委員会委員に任命する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市大荒町２０４番地 
ふりがな  おお  が  よし のぶ 
氏  名  大  賀  義  信 

生年月日  昭和３９年５月２７日 

 

 

 （提案理由） 

 職員懲戒審査委員会委員の任命については、地方自治法施行規程（昭和２２年政

令第１９号）第１６条第３項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、

この案を提出する理由である。 
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〈議案第１０４号参考〉 

 
 

任       期       表 
 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

大 賀 義 信 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 職   員 

保 家  洋 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 職   員 

入 江 清 巳 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 

西 極 久美子 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 

宗  藤 人 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 

 

- 80 -



議案第１０５号 

 

五島市職員懲戒審査委員会委員の任命について 

 次の者を五島市職員懲戒審査委員会委員に任命する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市下大津町７１２番地３ 
ふりがな  なか むら かつ まさ 
氏  名  中  村  克  政 

生年月日  昭和５２年１月２１日 

 

 

 （提案理由） 

 職員懲戒審査委員会委員の任命については、地方自治法施行規程（昭和２２年政

令第１９号）第１６条第３項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、

この案を提出する理由である。 
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〈議案第１０５号参考〉 

 
 

任       期       表 
 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

大 賀 義 信 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 職   員 

保 家  洋 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 職   員 

入 江 清 巳 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 

西 極 久美子 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 

宗  藤 人 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 
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議案第１０６号 

 

五島市職員懲戒審査委員会委員の任命について 

 次の者を五島市職員懲戒審査委員会委員に任命する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市池田町５番３号 
ふりがな  いり  え  きよ  み 
氏  名  入  江  清  巳 

生年月日  昭和２７年２月２２日 

 

 

 （提案理由） 

 職員懲戒審査委員会委員の任命については、地方自治法施行規程（昭和２２年政

令第１９号）第１６条第３項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、

この案を提出する理由である。 
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〈議案第１０６号参考〉 

略 歴 

  昭和４５年 ３月  長崎県立五島高等学校卒業 

  同 ４５年 ４月  株式会社十八銀行福江支店勤務 

  同 ５６年 ２月  同           退職 

  平成 ７年 ４月  福江地区公民館運営審議会委員 

  同  ８年 ４月  福江市立福江小学校ＰＴＡ会長 

  同  ８年 ４月  福江市ＰＴＡ連合会副会長 

  同  ９年１１月  人権擁護委員（１期） 

  同 １２年１２月  人権擁護委員（２期） 

  同 １３年 ４月  福江市立福江小学校学校評議員 

  同 １６年 １月  人権擁護委員（３期） 

  同 １７年 ４月  文化保育園経理事務 現在に至る。 

  同 １９年 １月  人権擁護委員（４期） 

  同 ２２年 １月  人権擁護委員（５期） 

  同 ２８年１１月  職員懲戒審査委員会委員 現在に至る。 
 

 
任       期       表 

 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

大 賀 義 信 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 職   員 

保 家  洋 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 職   員 

入 江 清 巳 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 

西 極 久美子 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 

宗  藤 人 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 
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議案第１０７号 

 

五島市職員懲戒審査委員会委員の任命について 

 次の者を五島市職員懲戒審査委員会委員に任命する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市玉之浦町大宝６５５番地１５ 
ふりがな  さい ごく   く み こ 
氏  名  西  極  久 美 子 

生年月日  昭和２６年１１月１４日 

 

 

 （提案理由） 

 職員懲戒審査委員会委員の任命については、地方自治法施行規程（昭和２２年政

令第１９号）第１６条第３項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、

この案を提出する理由である。 
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〈議案第１０７号参考〉 

略 歴 

  昭和４７年 ３月  長崎県立長崎東高等学校定時制卒業 

  同 ４９年 ６月  玉之浦町事務吏員 

  平成１４年 ７月  同   町民福祉課戸籍係長 

同 １６年 ８月  五島市玉之浦支所税務課税務係長 

同 １９年 ４月  同島市三井楽支所市民課参事補兼税務班係長 

同 ２１年 ４月  同島市三井楽支所市民生活課参事補兼窓口班係長 

同 ２４年 ３月  定年退職 

同 ３０年１１月  職員懲戒審査委員会委員 現在に至る。 
 
 

任       期       表 
 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

大 賀 義 信 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 職   員 

保 家  洋 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 職   員 

入 江 清 巳 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 

西 極 久美子 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 

宗  藤 人 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 
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議案第１０８号 

 

五島市職員懲戒審査委員会委員の任命について 

 次の者を五島市職員懲戒審査委員会委員に任命する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市玉之浦町玉之浦８３４番地 
ふりがな  そう  ふじ と 
氏  名  宗   藤  人 

生年月日  昭和２２年４月２３日 

 

 

 （提案理由） 

 職員懲戒審査委員会委員の任命については、地方自治法施行規程（昭和２２年政

令第１９号）第１６条第３項の規定により議会の同意を得る必要がある。これが、

この案を提出する理由である。 
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〈議案第１０８号参考〉 

 
 

任       期       表 
 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

大 賀 義 信 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 職   員 

保 家  洋 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 職   員 

入 江 清 巳 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 

西 極 久美子 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 

宗  藤 人 平成３０年１１月 ５日 令和 ２年１１月 ４日 学識経験者 
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議案第１０９号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市木場町１００１番地１ 
 

ふりがな  もり   しげ   た 
氏  名  森   繁  太 

    
生年月日  昭和３４年８月２８日 

 

 

 （提案理由） 

人権擁護委員の候補者の推薦については、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を聞く必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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〈議案第１０９号参考〉 

 略 歴 

  昭和５７年 ３月  岡山理科大学理学部卒業 

  同 ６０年 ４月  長崎市立桜馬場中学校教諭 

同 ６１年 ４月  若松町立日島中学校教諭 

平成 元年 ４月  有川町立有川中学校教諭 

同  ６年 ４月  福江市立福江中学校教諭 

同  ７年 ４月  長崎県教育センター勤務 

同  ８年 ４月  福江市立福江中学校教諭 

同 １０年 ４月  大村市立玖島中学校教諭 

同 １２年 ４月  福江市立蕨中学校教諭 

同 １６年 ４月  福江市立福江中学校教諭 

同 ２３年 ４月  五島市立岐宿中学校教頭 

同 ２７年 ４月  五島市立三井楽中学校教頭 

同 ２８年 ４月  五島市立三井楽中学校校長 

令和 ２年 ３月  定年退職 

 

任       期       表 
 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

白 石 芳 隆 平成３０年 １月 １日 令和 ２年１２月３１日  

山 口 泰 一 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日 
令和２年４月３

０日辞任 

山 本 博 子 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日  

久 貝 広 紀 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日  

松 本 政 樹 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日  

平 山 和 子 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日  

村 中 清 志 平成３１年 ４月 １日 令和 ４年 ３月３１日 
令和２年４月３

０日辞任 

石 黒 則 子 令和 ２年 １月 １日 令和 ４年１２月３１日  

赤 瀨   博 令和 ２年 １月 １日 令和 ４年１２月３１日  

村 上 やよい 令和 ２年 １月 １日 令和 ４年１２月３１日  

松 下   明 令和 ２年 １月 １日 令和 ４年１２月３１日  

- 90 -



議案第１１０号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市大荒町２３８番地１ 
 

ふりがな  やま   だ   さかえ 
氏  名  山  田   栄 

    
生年月日  昭和３４年７月２２日 

 

 

 （提案理由） 

人権擁護委員の候補者の推薦については、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を聞く必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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〈議案第１１０号参考〉 

 略 歴 

  昭和５７年 ３月  福岡大学法学部卒業 

  同 ５７年 ４月  福江市事務員 

  平成１２年 ４月  同  市民課記録係長 

同 １６年 ８月  五島市市民課記録係長 

同 １７年 ４月  同  教育委員会事務局総務課総務係長 

同 １９年１１月  同  議会事務局次長兼庶務係長 

同 ２４年 ４月  同       事務局長 

令和 ２年 ３月  定年退職 
 

任       期       表 
 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

白 石 芳 隆 平成３０年 １月 １日 令和 ２年１２月３１日  

山 口 泰 一 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日 
令和２年４月３

０日辞任 

山 本 博 子 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日  

久 貝 広 紀 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日  

松 本 政 樹 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日  

平 山 和 子 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日  

村 中 清 志 平成３１年 ４月 １日 令和 ４年 ３月３１日 
令和２年４月３

０日辞任 

石 黒 則 子 令和 ２年 １月 １日 令和 ４年１２月３１日  

赤 瀨   博 令和 ２年 １月 １日 令和 ４年１２月３１日  

村 上 やよい 令和 ２年 １月 １日 令和 ４年１２月３１日  

松 下   明 令和 ２年 １月 １日 令和 ４年１２月３１日  
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議案第１１１号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦する。 

令和２年９月２３日提出 

五島市長 野 口 市太郎   

 

住  所  五島市岐宿町二本楠６０１番地５６ 
 

ふりがな  おお  つぼ きょう こ 
氏  名  大  坪  京  子 

    
生年月日  昭和３１年６月１日 

 

 

 （提案理由） 

人権擁護委員の候補者の推薦については、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１

３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を聞く必要がある。これが、この案

を提出する理由である。 
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〈議案第１１１号参考〉 

 略 歴 

  昭和５５年 ４月  玉之浦町技術吏員 

  平成 ６年 ７月  同   福祉課保健婦係長 

  同 １６年 ８月  五島市玉之浦支所福祉保健課保健予防係長 

同 １７年 ３月  長崎県立シーボルト大学大学院人間健康科学研究科看護

学専攻修士課程修了 

  同 ２０年 ４月  五島市玉之浦支所市民課参事補兼福祉保健班係長 

  同 ２１年 ４月  同  健康政策課参事補兼保健予防係長 

  同 ２２年 ４月  同  長寿介護課長補佐兼地域支援係長 

  同 ２５年 ４月  同  健康政策課長補佐兼保健予防班係長 

  同 ２９年 ３月  定年退職 

  同 ２９年 ４月  五島市再任用職員 

  同 ３１年 ４月  同  任期付職員 

令和 ２年 ６月  民生委員及び児童委員 現在に至る。 
 

任       期       表 
 

氏     名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 年 月 日 備  考 

白 石 芳 隆 平成３０年 １月 １日 令和 ２年１２月３１日  

山 口 泰 一 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日 
令和２年４月３

０日辞任 

山 本 博 子 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日  

久 貝 広 紀 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日  

松 本 政 樹 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日  

平 山 和 子 平成３１年 １月 １日 令和 ３年１２月３１日  

村 中 清 志 平成３１年 ４月 １日 令和 ４年 ３月３１日 
令和２年４月３

０日辞任 

石 黒 則 子 令和 ２年 １月 １日 令和 ４年１２月３１日  

赤 瀨   博 令和 ２年 １月 １日 令和 ４年１２月３１日  

村 上 やよい 令和 ２年 １月 １日 令和 ４年１２月３１日  

松 下   明 令和 ２年 １月 １日 令和 ４年１２月３１日  
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